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 岡 谷 市 民 憲 章  

緑と湖につつまれた美しい郷土、ここに生きるわたくしたち岡谷市民は、先人の

努力をうけつぎ、明るく豊かな近代都市をめざして、この憲章をかかげ力強く前進

します。 

 わたくしたちは、 

   あたたかい心でまじわり、住みよい人間尊重のまちをつくります。 

   自然を保護し、公害のない美しい環境のまちをつくります。 

   心身をきたえ、明るい健康のまちをつくります。 

   教養を深め、かおり高い文化のまちをつくります。 

   仕事に誇りをもち、豊かな産業のまちをつくります。 

                         （昭和 46年 7月 1日制定） 

 人 権 尊 重 都 市 宣 言  

わたくしたちは誰もが等しく基本的人権が保障され、人間らしく幸せに生活した

いと願っています。 

 市民憲章では「あたたかい心でまじわり、住みよい人間尊重のまちをつくります。」

と掲げ、全市民が人権意識を高めるための努力をしています。 

 しかし、わたくしたちの周りには、さまざまな人権問題が存在していることも事

実です。 

 今こそ、人権の尊重は、市民一人ひとりの課題として受けとめ、明るく住みよい

まちづくりのために努めなければなりません。 

 よって、わたくしたちは、基本的人権を正しく理解し、あらゆる人権侵害をなく

すことを誓い、ここに岡谷市を「人権尊重都市」とすることを宣言します。 

（平成 8年 3月 21日宣言） 

 お か や 子 育 て 憲 章  

わたくしたち岡谷市民は、未来を担う子どもたちの健全な成長を願い、子どもの

心の自立を支えるため、市民総参加による子育てのまちづくりを進めます。 

 わたくしたちは、 

   明るく元気で健やかな子どもに育てます。 

   命を大切にし、感謝の心と思いやりのある子どもに育てます。 

   自ら求め、粘り強くやり抜く子どもに育てます。 

   行動に責任を持ち、ひとり立ちのできる子どもに育てます。 

   力を合わせて人のために尽くし、郷土を愛する子どもに育てます。 

                         （平成 14年 4月 1日制定） 



は じ め に 

 

本市では、平成２６年度に第４次岡谷市総合計画後期基本計画がスタートし、将

来都市像「みんなが元気に輝く たくましいまち岡谷」の実現に向け、ともに考え、

ともに行動する「市民総参加のまちづくり」を基本に、産業の力強さに支えられた

足腰の強い、安全で安心して、健康で生きがいを持って暮らせるまちづくりを進め

ています。そのような中で生涯学習については、個人の学びの充実に加え、学んだ

成果がまちづくりや子どもの健全育成などへと活かされていくことがより強く求め

られています。 

平成２７年度を初年度とする第５次岡谷市生涯学習推進計画は、市民一人ひとり

が学びを通じて生きがいを持ち、豊かな心を育むこと、また、地域や郷土を知り、

ふるさとを身近に感じる中で得られた学習成果が社会貢献活動やまちづくりに活か

されること、さらに、子育て・子育ち支援など輝く子どもの育成を推進することを

目的としています。 

本計画を策定するにあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました、岡谷市生

涯学習推進懇話会の委員の皆様をはじめ、ご協力をいただいたすべての皆様に感謝

申し上げますとともに、市民の皆様の本計画に対するご理解と今後の生涯学習推進

への積極的なご参加をお願いいたします。 

 

  平成２７年３月 

 

岡谷市生涯学習推進本部長 

岡谷市長  今井 竜五 
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１．生涯学習を取り巻く環境の変化 

 

 

（１）少子高齢社会の進展 

少子高齢化や人口減少の進行に伴い、人口のバランスが崩れることによる社会の

システムのゆがみなどが社会全体に深刻な影響を与えています。特に労働人口の減

少による現役世代への負担増加、社会保障負担の増加などによる国全体の活力の低

下が懸念されています。 

そこで、生涯学習の観点から、子どもを安心して産み育てられるよう、子どもを

育てる家庭への支援を充実させるとともに、高齢者が豊かな人生経験を生かした、

地域社会との関わりの中で、人生をより豊かに暮らせる仕組みづくりが求められま

す。 

 

 

（２）高度情報化・国際化の進展 

 情報通信技術の飛躍的な発展は、社会の広範な分野に大きな変革をもたらし、イ

ンターネットなどを通じて、世界中にアクセスできる環境にあります。 

こうした情報通信技術の発展は、社会全体に対しての学習機会を拡大し、創造性

を高める役割を持っています。その一方で、人間関係の希薄化・孤立化、自然体験・

社会体験の不足、ネットワーク上の規範意識の低下など、さまざまな問題も生じて

います。 

報道される多くの事件の背景には、社会における規範意識や倫理観の低下、経済

性や利便性といった単一の価値観を過剰に追求する風潮や、自分さえ良ければ良い

という、自己中心的な風潮の広がりなどがあいまって生じているものと考えられま

す。 

 社会を公正で活力あるものとして発展させるためには、他者との関わりを通じて

ともに生きる喜びや、そのために求められる倫理なども含めた価値を重視していく

ことが求められています。 

また、国際化の進展については、異なる文化や価値観を持った人々と交流する機

会が増えることから、国際交流を支援するためのグループや人材の育成が課題であ

り、地域社会では、外国人と共生し相互理解を深め、国際交流を進める必要があり

ます。 

 

Ⅰ．計画の策定にあたって 
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（３）ライフスタイルの変化 

 ライフスタイルの変化に伴い、個人の生き方や価値観も多様化し、物質的な豊か

さだけでなく精神的な面での豊かさが求められています。生涯を通じて健康で生き

がいのある人生を送るため、生涯学習についてもさまざまな学習機会の充実が必要

となります。 

さらに、生涯学習は、個人の楽しみや自己の向上のために行われるだけでなく、

市民一人ひとりが学びを通じて、いきいきと暮らし、地域社会とのつながりを育み、

互いに支え合いながら豊かに共生するまちをつくることを目的として行うことが、

今まで以上に求められています。 

つながりや支え合いによる共生の重要性は、平成２３年に大きな被害をもたらし

た東日本大震災で、被災者同士の励まし合いや助け合い、多くのボランティアによ

る被災地への支援が行われていることにも示されています。このような中で、つな

がりを育み、豊かに共生するまちをつくるためには、これまで以上に生涯学習の果

たす役割が大切になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

２ 生涯学習の現状 

 

 

（1） 国・県の動き 

 教育は、人格の完成をめざし、個性を尊重しつつ個人の能力を伸長し、自立した

人間を育て、幸福な生涯を実現する上で不可欠なものです。さらに、人類の歴史の

中で継承されてきた文化・文明は、教育を通じて次代に伝えられ、より豊かなもの

へ発展していくものでなければなりません。このことを念頭に、生涯学習を捉えて

いく必要があります。 

平成１８年の教育基本法改正により、「国民が自己の人格を磨き、豊かな人生を送

れるように生涯にわたって学習することができる社会の実現をめざす」（第３条）と

いう生涯学習の理念が明らかにされました。 

また、平成２４年の中央教育審議会生涯学習分科会における議論では、生涯学習・

社会教育を取り巻く社会が求められるものとして、「個人の自立に向けた学習」「絆

づくり、地域づくりに向けた体制づくり」が求められ、さらに、平成２５年に閣議

決定された「第２期教育振興基本計画」においては、「自立」「協働」「創造」の３つ

の理念実現に向けた生涯学習社会の構築のため、「社会を生き抜く力の養成」「未来

に飛躍を実現する人材の養成」「学びのセーフティネットの構築」「絆づくりと活力

あるコミュ二ティの形成」の４つの基本的方向性が掲げられました。 

長野県においては、「長野県総合５ヵ年計画～しあわせ信州創造プラン～」の中で、

第 2 次長野県教育振興計画（平成２５年度～平成２９年度）が策定され、「自立」「共

生」「共育」を基本に一人ひとりの学びが生きる教育立県“信州”の創造が未来の姿

として掲げられています。 

 

 

（２） 岡谷市における生涯学習 

今日、市民と行政との協働による活力あるまちづくりを推進するためには、生涯

学習が重要な位置を占めています。「岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例」の中

でも、市民総参加のまちづくりを推進するために、生涯学習の機会を活用するよう

努めることとしています。このことから生涯学習は、教育委員会の枠を超え、市役

所各部課等で幅広く推進していくものであり、市民生活に極めて深い関係にありま

す。 

本市は、平成２年に「豊かな自然と調和した国際文化産業都市」をまちづくりの

基調として「岡谷市生涯学習推進基本構想」を策定し、平成３年には「岡谷市生涯

学習推進基本計画」を策定、以後多様化する市民の要望に基づく学習や、市民総参

加による新たな地域社会の創造をめざし、学習の支援を図る計画として位置づけて
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きました。「第４次岡谷市生涯学習推進計画」では、学習機会の提供とともに学習の

成果が社会に還元され、まちづくりや輝く子どもの育成に活かされていくことを強

く求め生涯学習の推進を図ってきました。 

第５次岡谷市生涯学習推進計画の策定にあたり、これまでの成果や課題を検証し、

これからめざす方向性を検討してきました。この検証を計画に反映し、長期的・継

続的に生涯学習の推進を進めていきます。 

今後、市民総参加による新たな地域社会の創造をめざすためには、生涯学習を総

合行政として捉え、行政の各部課等が持っている専門的な情報を、市民に分かりや

すく伝えるためのさまざまなシステムづくりや、生涯学習推進体制の見直しも必要

です。 

近年は、近代化産業遺産群＊や豊かな自然などに親しみながら、「わがまちの歴史

を学び、わがまちを知る」まちあるきによる地域活性化事業を展開しています。さ

らに、新美術考古館や新蚕糸博物館の開館により「ふるさとを誇りに思う生涯学習」

が広がることが期待されています。また、学童クラブを含めた放課後子どもの居場

所づくり事業や、社会の規範意識や社会性を醸成する事業など次世代を担う子ども

たちに必要な事業のさらなる展開が必要です。 

学習の主体は、市民です。乳幼児期から高齢期までのすべてにわたる学習環境の

整備を進めるとともに、個人の学習した成果を社会に還元することで「学びの循環」

が生まれ、個性ある地域社会の発展等に幅広く生かされることが大切であり、市民

と行政との協働の「生涯学習のまちづくり」へ発展していくことが望まれます。 

 

 

３． 岡谷市における生涯学習推進施策の現状 

 

 

（１）学習活動と学習情報の提供の現状 

 

① 生涯学習関連事業について 

 市民一人ひとりが心豊かに生きるために、いつでも、どこでも、だれにでも適切

な学習機会を提供する必要があることから、生涯学習活動センター、図書館、美術

考古館等の社会教育施設で学習機会の提供を行っています。また、教育委員会以外

の市役所各部課・関係機関等においても、ライフステージや目的・ニーズに応じた

さまざまな形で講座・学級、教室、研修会等を実施しています。 

学習内容としては、教育問題をはじめ国際化、福祉やボランティアなどの社会貢

献、まちづくり、環境問題、男女共同参画、高齢社会などの社会の変化に伴う「現

代的課題」に関する学習をはじめ、人権教育や郷土の歴史・自然、芸術・文化、ス
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ポーツ・レクリエーションなど、学習者が自主的に取り組みを行う市民参画型・ボ

ランティア育成型の学習方式を推進しています。 

 

 

② 学習活動の支援について 

生涯学習拠点施設である生涯学習活動センター（生涯学習館）は、“市民の誰もが

集い学べる場”として、市民に充実した学習機会を提供するとともに、利用促進を

図っています。また、湊公民館・川岸公民館・長地公民館においては、地域に根差

した学習機会の提供にも努めています。 

子育て支援館「こどものくに＊」は、子育て支援の拠点施設として位置づけられ、

０歳から３歳の子どもとその親・保護者が気軽に来館し安全に楽しく遊べる場とし

て、また、親が日ごろ抱えている悩みや不安の解消など、親子関係の創造を支援す

るために事業を推進しています。 

また、市役所内には子ども総合相談センター＊が設置され、子どもがみずから成

長しようとする“子どもの育ち”全般に対する相談を総合的に受け付け、各機関と

連携し、個々の状況に応じた助言や指導を行っています。 

図書館は、図書及び視聴覚資料等を収集、整備、保存し広く市民の利用に供し、

諏訪地域公共図書館ネットワークシステム＊を活用する等、市民の生涯学習拠点とし

て図書館サービスの向上に努めています。 

市内の社会教育施設・体育施設等について、市内小中学生への無料開放を実施し、

一部の施設は、高校生も無料としています。また、諏訪６市町村に在住する小中学

生についても、文化施設に限り無料開放としています。   

民間施設としては、郷土の学習を中心とし地域に根差した活動を進めている郷土学

習館＊の活動を支援しています。 

 

 

③ 学習情報の提供について 

「市民とあゆむまちづくり講座（職員出前講座）＊」の利用者拡大を図るため、講座

内容を見直すなど充実を図っています。 

また、地域の教育力を生かし、みずからの学びを地域に還元できる制度として「お

かやマナビィスタッフ＊事業」が新たにスタートしました。学校や地域などあらゆる

機会で活躍の場が見込まれ、「地域づくり」「人づくり」など多様な面での効果が期

待されています。登録者や利用者促進を図るため、「広報おかや」や本市のホームペ

ージによる情報の提供を行っています。 

生涯学習活動センターでは、ホームページや広報等で、学級・講座等の情報提供、

催し物情報など各種の情報を提供しています。また、公共施設予約システムの導入
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により、生涯学習活動センター、スポーツ施設、地区公民館などの施設予約がイン

ターネットで可能となっています。 

 

（２） 生涯学習推進体制と環境整備の現状 

 

① 生涯学習の推進体制について 

行政全体の組織として、「岡谷市生涯学習推進本部」を設置し、生涯学習を総合的

に推進しています。組織の横断的な委員会・幹事会・専門部会を設置し、効率的な

運営を図るとともに、生涯学習事業の推進と関係施設との調整を図っています。 

また、生涯学習に関する施策に対して、広く市民の意見を聴取するため、必要に応

じて「生涯学習推進懇話会」を設置し開催しています。 

 

 

② 生涯学習関連施設の整備と活用について 

社会教育施設としては、中心市街地に「カルチャーセンター（生涯学習館）」と「こ

どものくに＊（子育て支援館）」からなる生涯学習活動センターがあります。また、

湊公民館・川岸公民館・長地公民館、図書館、スポーツ施設、塩嶺野外活動センタ

ーなどが配置されています。 

平成２５年１１月には、岡谷美術考古館が童画館通りにリニューアルオープンし、

郷土に根ざした美術考古館として「文化を核にしたまちづくり」の新たな拠点とし

て活用が図られています。また、平成２６年８月には、シルクの世界を五感で感じ

ることのできる世界でも類まれな博物館として岡谷蚕糸博物館（愛称「シルクファ

クトおかや」）がオープンし、ものづくりの精神と新たなシルク文化の発信をしてい

ます。 

その他の施設としては、旧林家住宅＊、旧渡辺家住宅＊、旧山一林組製糸事務所＊、

イルフ童画館、カノラホール、おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）などの施

設が配置され、本市の生涯学習や芸術文化の振興等に寄与しています。 
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１.基本理念 

 

１．基本理念 

 

 

｢生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち｣ 

                    

  生涯学習とは、人生を豊かにするために子どもから大人まで、人生の各段階に

おいて継続的に学んでいくことです。 

市民が自主的に学び支え合い教養を深め、豊かな心や人間性・社会性を育むた

めの環境を整えるとともに、一人ひとりが学習成果を、市政やボランティアなど

の社会貢献活動に生かすなど、みずからの生きがいや、岡谷市の未来につなげて

いくことができる社会をめざし、｢生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち｣を基

本理念とし、具現化していくための指針と重点ポイントを示しました。 

第５次岡谷市生涯学習推進計画は、これまで２０年以上にわたり積み上げてき

た生涯学習の礎をもとに、新たな段階へのステップアップを図ることにより地域

の発展をめざします。 

 

《基本理念》 

 

  

《指針》 

 

《重点ポイント》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．基本理念 

 

地域力と家庭力 

の向上 

ふるさとへの 

愛着と誇り 

 

ともに学び 

支えあう 

生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち 

（1）「地域に学び貢献する」

生涯学習 

（3）「未来を担う青少年を 

育む」生涯学習 

（4）「親力・家庭力を  

向上する」生涯学習 

（2）「ふるさとを誇りに思う」

生涯学習 

生涯学習と 

ボランティア 

リーダーの育成と

組織づくり 
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２．指  針 

 

○地域力と家庭力の向上 

近年、急速な少子高齢化、高度情報化、価値観の多様化などにより、社会状況

や生涯学習環境は大きく変化しています。こうした変化に伴い、地域の連帯感や

共同意識の希薄化、地域社会の活力の低下、生活の中での規範意識の低下などが

生じています。また、都市化、核家族化、少子高齢化などの社会構造の変化によ

り、家庭や地域社会に存在していた伝統的な生活様式や、さまざまな絆が薄めら

れた結果として、「家庭の教育力の向上」や「地域の教育力の向上」という必要性

が生じています。 

 

○ともに学び支えあう 

学びは、人の心を豊かにすると同時に地域やまちの豊かさにもつながります。 

従来の生涯学習は、学習者がみずから講座や教室を受講したり、自宅で学習す

るなど「個人的な学び」に留まり、地域社会への貢献などにつながらないことも

ありましたが、現在は、人と関わって課題を共有しながら学んだり、地域活動に

参加するなど「社会的な学び」が重要となっています。 

個人の学習した成果を、社会に還元していくことで社会全体の持続的な教育力

の向上に貢献していくこととなります。また、生涯を通じて生きがいを持つこと

にも通じ、身近な地域の子育て＊支援や学校支援など生涯学習のネットワーク化

につながることとなります。 

 

○ふるさとへの愛着と誇り 

本市は、ものづくりのまちとして発展し、都市基盤も整備されてきました。し

かし、少子高齢化による福祉対策、災害に備えた地域防災対策など、新たなまち

づくりへの多くの課題があります。 

このような課題に対応するため、市民とともに解決の道を考えていくことが、

地方分権の時代といわれている今日において大変重要なことであり、市民と行政

が協働によりまちづくりを進めていくことにより、活力ある地域社会の構築が可

能となります。本市には、緑と湖に囲まれた美しい自然のもと先人の培ってきた

歴史、文化、技術など貴重な資源が数多く存在しています。各地域では、神社や

遺跡等で地域に密着したお祭りなど伝統行事も盛んに行われています。次代を担

う子どもたちを育むため、地域住民との協働により資源を活用した体験活動等を

通じて、みずからの学びへつなげていくことが重要となります。 

こうした活動により、郷土に対する愛着と誇りを持ち、郷土の魅力の再発見と

豊かな心の醸成につながります。 
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３．重点ポイント 

 

 

（１）「地域に学び貢献する」生涯学習 

地域社会の基盤は、区などの身近な地域であり、こうした地域での学びが重要

となります。市民一人ひとりがそれぞれの地域で「自分たちの住んでいる地域を

自分たちの手で守り育てていこう」という地域住民の自治意識を高め、地域独自

の文化を伝承していくことが重要となります。 

これまで伝統的に培われてきた市民の学びをさらに広げ、学習の成果を単に個

人だけのものとせずに地域活動に発展させ、地域の人と人との学び合いや周囲の

人々の支えと励ましの中で、学習成果を還元することで「学びの循環」が生まれ

ます。 

こうした「学びの輪」の中でみずからの学びが評価されることで自己肯定感＊が

生まれ「地域への貢献」意識が高まってきます。 

 

 

（２）「ふるさとを誇りに思う」生涯学習 

本市には、シルクをはじめ素晴らしい文化や歴史があります。市民一人ひとり

が、ふるさとを学び学習を深めることにより本市の良さを味わい、ふるさとをよ

り身近に感じ愛着と誇りを持つことが重要です。また、先人の築き上げてきた歴

史や文化を学び「地域力」を高めることが、ともに学びともに支え合う社会をつ

くります。 

さらに、地域の大人が子どもに夢や希望を語りかけ、子どもたちに生活常識や

地域の良さ、さまざまな知恵を伝授し、子どもと大人がともに学び合い高め合い、

世代間の連帯を育むことで、将来、大人になったときにまちへの愛着を深めてい

くことにつながります。 

 

 

（３）「未来を担う青少年を育む」生涯学習 

子どもたちは、次の時代の「まちづくり」を担う大事な宝です。青少年を取り

巻く環境はめまぐるしく変容し、膨大な、また多様な情報が存在し、青少年の意

識や行動に大きな影響を与えています。子どもは学校だけでなく、家庭や地域社

会の中で過ごし、社会性を身につけながら成長していきます。青少年の健全育成

と自立支援に関しては、家庭、学校、地域が連携し、奉仕活動をはじめ、自主的・

自発的な地域活動、社会貢献活動などへの参画を促し、心豊かに成長できるよう

努めていく必要があります。また、自分の課題を学び考える資質や能力など豊か
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な人間性を備えた生きる力を培うことが必要です。 

さらに、「若い世代の学び」は、生涯学習のスタートとなります。感受性の高

い子どもたちに学びのきっかけを与え、社会や世界に羽ばたく動機付けとなり、

岡谷市の未来を担う人材の育成につながります。 

また、高校生をはじめとする青年期では、地域とのつながりが希薄となり、非

行や引きこもりなどが懸念されており、青年期の居場所づくりについて、さまざ

まな視点から研究・検討していく必要が生じています。 

本市では、地域住民との協働による放課後子どもの居場所づくり事業が行われ

ています。地域住民の参画により地域社会の中で心豊かで健やかに育む環境づく

りを図ることが必要です。 

さらに、野外活動や自然体験学習活動などの学校外活動を充実するとともに、

地域行事やボランティア活動を通して、地域社会への積極的な参加を促進します。 

 

 

（４）「親力＊、家庭力を向上する」生涯学習 

すべての教育の原点である家庭教育は、基本的な生活習慣や生活能力、自制心

や自立心、豊かな情操、他人に対する思いやり、基本的な倫理観や正義感、社会

的なマナー、学習に対する意欲や態度等の基礎を子どもたちに育むものであり、

重要なものです。一方、少子化、核家族化や都市化の進展などを背景に地域との

つながりが希薄化し親が身近な人から子育てを学んだり、助け合う機会が減少し

てきており、家庭及び地域の教育力の低下が問題となっています。温かい安らぎ

のある家庭を築くために親自身が学び、「親力＊」や「家庭力」を高めることが求

められています。 

このため保護者が、子どもの発達段階に応じた関わり方を学び、理解を深め実

践することで、家庭をつくり子どもを育む力を磨くことが重要となります。 

行政、家庭、地域が相互に連携し、地域に溶けこめない保護者等にも、あらゆ

る機会を通じて参加や相談の機会を提供し充実していくことが大切です。 

本市では、おかや子育て憲章の具現化のため作成した「成長樹（期）子育て実

践ポイント＊」を活用し、成長期に沿った子育てに関する意識啓発を推進してい

ます。   

また、各種相談業務を充実するとともに、子育て講座や家庭教育学級の開催、

親子の交流の場の創出、子育て経験者と親との交流の場の創出、身近な地域にお

ける子育て支援事業などにより体制の充実を図り、家庭教育への支援を展開しま

す。 
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これらの４つの重点ポイントをふまえ、共通して考え取り組んでいくための、 

２つのキーワードがあります。 

 

 

【リーダーの育成と組織づくり】 

優れた人材は、企業の財産であるとよく言われますが、優れたリーダーは、

地域の財産です。現在、地域の社会教育団体には、住民の地域貢献する意識の

希薄化とともに、リーダー不足に悩んでいる状況があります。こうした状況は

活動の停滞につながる心配があります。このためリーダーの発掘や育成は、生

涯学習を進めていく上で不可欠なものです。広い視野に立ち、組織をまとめら

れる人材の発掘は、団体の活性化や本人の資質の向上にも大いに貢献します。 

 

 

【生涯学習とボランティア】 

ボランティア活動は、みずからを高め心豊かにする活動であり、人と人とが

ともに助け合って生きる社会を支える重要な位置を占めています。現在、各地

域においてボランティア活動の機運が盛り上がっています。こうした活動は各

人が社会の形成に主体的に参画し、新しい「公共」の精神を培う活動であり、

市との協働においても大きな力を発揮しています。今後は、ボランティア活動

の自主性を尊重しながら、活動するボランティアの情報をまとめ、生涯学習や

福祉活動へつなげるなど、活動がさらに活性化される環境づくりが必要となり

ます。  

 

このように、「生涯を通じて学び豊かな心を育む」ことで「みんなが元気に輝

くたくましいまち岡谷」の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち 

みんなが元気に輝く  たくましいまち岡谷 
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１． 計画の位置づけ 

 

 

  第５次岡谷市生涯学習推進計画は、第４次岡谷市総合計画の基本目標の一つで

ある「生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち」を基調とし、特に後期基本計

画（平成２６年度からの５ヵ年）と一体的推進を図るものです。 

また、岡谷市環境基本計画、岡谷市地域福祉計画、岡谷市高齢者福祉計画、

岡谷市障がい者福祉計画、岡谷市児童育成計画（岡谷市子ども・子育て支援事

業計画）、岡谷市健康増進計画、男女共同参画おかやプランなど、関連する部門

計画と連携をもった計画として位置づけます。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                              相互に連携 

   

   

                     

 

 

 

 

 

２． 計画の期間 

 

 

 本計画は、平成２７年度（２０１５）を計画初年度とし、平成３１年度 

（２０１９）までの５年間とします。 

Ⅲ．計画の概要 

 

第４次岡谷市総合計画後期基本計画 

 （基本目標４ 生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち） 

第５次岡谷市生涯学習推進計画 

岡谷市民憲章 

人権尊重都市宣言 
各種個別計画 

岡谷市環境基本計画、岡谷市地域福祉計画 

岡谷市高齢者福祉計画、岡谷市障がい者福祉計画 

岡谷市児童育成計画、岡谷市健康増進計画 

男女共同参画おかやプラン、岡谷市スポーツ推進計画 

岡谷市子ども読書活動推進計画 等 

 

 

 

 

 

岡谷市生涯学習推進本部 

岡谷市生涯学習推進懇話会 

岡谷市教育委員会・社会教育委員の会議 

 

おかや子育て憲章 

輝く子どもの育成 
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３． 計画の体系 

 

(1) 学習環境の整備（Ｐ.19）

(2) 教育施設などの整備（Ｐ.21）

(3) 児童・生徒の育成（Ｐ.21）

(4) 学校・家庭・地域との連携（Ｐ.22）

（5） 高等学校以上の教育（Ｐ.23）

(6) 地域力による子育て支援（Ｐ.23）

(1) 子育て土壌づくりの支援（Ｐ.25）

(2) 地域における健全な環境づくり（Ｐ.26）

(3) 青少年活動の推進（Ｐ.27）

(4) 子育て支援の充実（Ｐ.28）

(1) 学習活動への参加促進と学習機会の充実（Ｐ.31）

(2) 生涯学習推進基盤の整備（Ｐ.36）

(1) 文化施設の活用（Ｐ.41）

（2） 文化活動の促進支援（Ｐ.42）

(1) 文化財の調査・保存（Ｐ.45）

(2) 文化財の公開・活用（Ｐ.45）

(3) 史跡公園の管理・活用（Ｐ.45）

(1) 市民ひとり1スポーツの実現（Ｐ.47）

(2) 競技力の向上（Ｐ.47）

（3) 子どものスポーツ機会の充実（Ｐ.48）

(4) スポーツによるまちづくり（Ｐ.48）

(5) スポーツ環境の整備・充実（Ｐ.48）

(1) 国際交流の推進（Ｐ.50）

(2) 国際理解の醸成（Ｐ.51）

２．青少年の健全育成

１．多文化共生の推進

１．生涯学習の推進

２．文化・スポーツの振興

第
４
次
岡
谷
市
総
合
計
画

み
ん
な
が
元
気
に
輝
く
　
た
く
ま
し
い
ま
ち
岡
谷

生
涯
を
通
じ
て
学
び

、
豊
か
な
心
を
育
む
ま
ち

第
５
次
岡
谷
市
生
涯
学
習
推
進
計
画

３．社会教育の充実

１．文化・芸術の振興

２．文化財の保護・活用

３．スポーツの振興

３．国際理解の醸成

１．学校教育の充実
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第５次岡谷市生涯学習推進計画
指針別重点ポイントと主な施策・事業

《基本理念》 　　《　重点ポイント　》

「地域に学び貢献する」生涯学習

「ふるさとを誇りに思う」生涯学習

「未来を担う青少年を育む」生涯学習

「親力・家庭力を向上する」生涯学習

「地域に学び貢献する」生涯学習

「未来を担う青少年を育む」生涯学習

「親力・家庭力を向上する」生涯学習

「地域に学び貢献する」生涯学習

「ふるさとを誇りに思う」生涯学習

「未来を担う青少年を育む」生涯学習

《　キーワード　》
　

リーダーの育成と 生涯学習と

組織づくり ボランティア

《　指針　》

　
　
生
涯
を
通
じ
て
学
び
、
豊
か
な
心
を
育
む
ま
ち

地
域
力
と

　
家
庭
力
の
向
上

　
　
　
　
　
支
え
あ
う

　
　
　
と
も
に
学
び

ふ
る
さ
と
へ
の

　
　
愛
着
と
誇
り
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　　　　　　　《　施策と主な事業の例　》
＊　主な指針・重点ポイントに分類してありますが、他の指針に関わる施策や事業があります。

  　　　　  （破線部分の「施策と主な事業の例」は、他の重点ポイントと重複するため省略しました。）

【生涯学習とボランティア】ボランティア連絡協議会（P35）若い世代のボランティア（P35）

学習ボランティア活動の支援（P37）ボランティア説明員（P42）

スポーツボランティア活動（P47･48）

【リーダーの育成と組織づくり】防災リーダー（P34）地域福祉のリーダー（P34）

農業指導者（P35）農業の担い手（P35）学習を推進するリーダー（P35）

学習グループリーダー（P37）カノラ少年少女合唱団（P41）

スポーツ指導者の養成（P46）

知識や技能、経験を活かした社会貢献（P2６・３２）子どもの居場所づくり事業への参画（P32）

里山の保全（P33）岡谷市消費生活センター（P33）シルバー人材センター（P34） 

家族や世代間での農業体験（P35）学習の成果を地域に還元し地域づくりに活かす仕組み（P35） 

途切れのない相談支援体制（P22）子ども読書の推進（P26）青少年は地域社会から育む（P26） 

保育園の計画的な整備（P28）子どもの環境学習（P33）子どものスポーツ機会の充実（P48） 

生き抜く力の育ち(P19)親力を高める（P25） 親同士の交流の場（P25） 

子育て支援・子育ちの観点（P28・29）高齢者と子どもが交流する機会（P34） 

男女共同参画（P33）自然と共生する意識（P33）自分の命は自分で守る（P34） 

防災文化の形成（P34）高齢者や障がい者等の権利擁護（P34）地域サポートセンター（P34） 

小中一貫校（P19）副学籍による交流（P20）小中学校の適正配置（P21） 

食に関する管理徹底（P21）信州型コミュニティスクール（P22） 

高等学校との連携（P23）学童クラブの拡大（P26）放課後子どもの居場所づくり事業（P26）

リーダーズ倶楽部の活動支援（P27）中高校生の居場所活動の場（P28） 

児童生徒も参加する防災訓練（P34）小中学生対象の発掘体験学習（P45） 

教育旅行における学校交流（P50） 海外からの旅行者との交流（P50） 

世界に向かって夢と希望を抱く（P50）保育園・小中学校での国際理解（P51） 

外国籍児童・生徒の支援（P51） 

郷土の産業についての理解（P35）  

生涯学習講師制度・生涯学習人材バンク・おかやマナビィスタッフ（P37） 

史跡公園としての広畑遺跡（P45）総合型地域スポーツクラブ（P47） 

郷土を愛する心情（P19）岡谷小学校統合（P21）文化を核にしたまちづくり（P36） 

文化、歴史、先人の偉業を全国に発信（P41）製糸工場の動態展示（P41） 

美術と考古を併設する企画や展示（P42）武井武雄の生んだ童画文化（P42） 

近代化産業遺産群（P45）郷土の地域資源を学び親しむ（P45）ふるさとを愛し地域を育む（P45） 

岡谷市ゆかりのスポーツによる郷土への愛着（P48） 
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基本目標１ 
 

 

     生涯学習の推進 

 

 

 

☆★☆★☆  主要施策１ 学校教育の充実 ☆★☆★☆ 

 施策の方向  （１）学習環境の整備 

             （２）教育施設などの整備 

            （３）児童・生徒の育成 

             （４）学校・家庭・地域との連携 

              （５）高等学校以上の教育 

              （６）地域力による子育て支援 

 

☆★☆★☆  主要施策２ 青少年の健全育成 ☆★☆★☆ 

    施策の方向  （１）子育て土壌づくりの支援 

              （２）地域における健全な環境づくり 

（３）青少年活動の推進 

（４）子育て支援の充実 

 

 ☆★☆★☆  主要施策３ 社会教育の充実  ☆★☆★☆  

施策の方向   （１）学習活動への参加促進と学習機会の充実 

（２）生涯学習推進基盤の整備 

 

 

 

Ⅳ．計画の具体的な内容 

 



 

- 18 - 

 

主要施策１ 学校教育の充実     

 【現況と課題】                          

 

「おかや子育て憲章」の理念に基づき、学校教育は、未来を担う子どもたちを育

成する場として、知識、技能、態度、意欲などの習得と創造性豊かな人間性を育て

るために重要な役割を担っています。子どもたちが人として自立できる力を身に付

けていけるよう、教育内容、教育施設や設備の充実、教育環境の整備などに努めて

いく必要があります。 

とりわけ、教育施設の整備については、平成２７年度を完了目標とする耐震補強

などを着実に推進するとともに、老朽化が進む施設の長寿命化、計画的な整備を実

施し、教育内容に応じた教育機器、教材等の整備充実を図る必要があります。 

特に、児童の安全・安心の確保に向け、岡谷小学校統合計画＊に基づく、学校統合

の着実かつ円滑な実施が求められています。 

また、少子化、人口減少社会に対応した、市内小中学校の適正な配置のあり方に

ついては、市内通学区の見直しや小中学校の統廃合も含めて、今後、研究すべき大

きな課題となっています。 

児童生徒を巡る課題は、複雑化・多様化が進み、長期欠席児童生徒にあっても、

さまざまな要因が絡み合い、結果として登校できないという事例が多くなっていま

す。いじめ根絶は大きな課題ですが、その背景にも人権意識、対人関係力や自己表

現力に乏しい子どもたちの姿があり、自己肯定感＊を養う取り組みが必要です。 

一方、発達特性＊などを持つ子どもへの適切な教育的支援を行うため、特別支援教

育＊の推進が求められており、学校現場と連携を図りつつ、子どもや家庭全体をサポ

ートできる相談支援体制など、子ども総合相談センター＊の機能の充実が期待されて

います。 

食育については、地場産食材の利用促進を図るとともに、児童生徒が健全な食習

慣や食に関する正しい知識と実践力を身に付けることができるよう、学校給食や総

合的な学習の時間を活用し、食に関する指導の充実を図る必要があります。 

また、児童生徒が安心して教育を受けられるよう、地域住民などと協力し、安全

を見守る体制を強化するとともに、学校施設については生涯学習の支援拠点として

開放を継続し、地域に根ざした児童生徒の育つ地域に開かれた学校づくりを、地域

と連携して引き続き推進していく必要があります。 
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【主な事業】 

全校一斉朝読書、読書活動の充実 「学校図書館指導員配置事業」、教育指導の充実  

【主な事業】 

｢総合的な学習の時間｣、岡谷小学校統合計画
＊

の推進 

 

   【施策の体系】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【施策の方向】   

 

（１） 学習環境の整備 

① 特色ある学校づくり                               

家庭や地域との連携を深め、地域の伝統や特色を生かした教育課程を編成し、

地域とともに児童生徒の個性の伸長と子どもの自立への育ちを支え、基礎的、

基本的な学力の定着を図り、みずから学び考え、郷土を愛する心情を育てます。 

また、小中一貫校など教育の多様性について調査、研究を進めます。 

 

 

② 教育指導の充実                            

各教科の学習内容を研究、吟味し、個々の児童生徒の個人差に応じた、きめ 

細かな指導を行い、基礎的、基本的な学力の向上に取り組むと同時に、総合的

な学習、各種学校行事、特別活動などを通じてコミュニケーション能力や課題

を解決する力など生き抜く力の育ちの向上に努めます。 

 

 

 

③ 心の教育の充実                             

道徳教育や人権教育など学校教育全般を通じて、豊かな情操を育み、自尊感

情＊とともに他者を思いやる心や協調性、社会性などの人間関係を築く力、規

範意識と人権意識を育てます。平和体験研修＊の実施や子どもたちによるいじ

学校教育の充実 

（１）学習環境の整備 

（２）教育施設などの整備 

 
（３）児童・生徒の育成 

 
（４）学校・家庭・地域との連携 

 
（５）高等学校以上の教育 

 
（６）地域力による子育て支援 
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【主な事業】 

平和体験研修
＊

事業、子どもたちによる「いじめ根絶運動」、「いじめ根絶子ども会議」 

いじめ・不登校対策の推進 ｢岡谷市子どもの自立支援委員会、岡谷市いじめ防止対策推進委員会｣、  

福祉教育、人権教育 ｢総合的な学習の時間、道徳の授業｣、心の教室
＊

、フレンドリー教室
＊

、カウンセリン

グ機能の充実 

 

【主な事業】 

 ｢岡谷市就学支援委員会｣ 「特別支援教育
＊

支援員の配置」 「特別支援教育
＊

コーディネーター連絡会」 

【主な事業】 

「ＡＬＴ
＊

の配置」  

 

【主な事業】 

生徒指導体制の充実 「岡谷市小中学校生徒指導推進委員会」 

教職員研修の充実 「教職員研修補助金」 「新任校長･教頭研修会」 「新任学校教職員研修会」 

「中堅教員研修会」「教職員研修会」 

め根絶運動を推進します。また、いじめなどの生徒指導上の諸問題に対応し、

子どもたちの悩みや不安、ストレスなどを軽減するために、学校や医療機関等

関係機関と行政が連携し、相談支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

④ 特別支援教育＊の充実                            

児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善、克服するため、適切な指導や支援を行うとともに、副学

籍による交流および共同学習＊の取り組みなどを通じて、すべての子どもが輝

き、ともに学びともに育つ共生社会の実現をめざします。また、専門性の高さ

や質の向上が求められることから、医療機関をはじめとする各種関係機関や、

庁内各部課との連携を深めます。 

 

 

 

⑤ グローバル社会への対応と情報・環境教育の充実        

国際化や情報化など、急速な社会変化に対応するため、ＡＬＴ＊や（公財）

おかや文化振興事業団国際交流センターなどと連携しながら、英語学習の充実

と英語コミュニケーション能力の向上を図ります。また、情報化社会に積極的

に対応できる情報活用、情報基礎の能力の育成、情報モラル教育と環境や環境

問題に対して必要な知識等の習得や理解を深める教育の充実を図ります。 

 

 

⑥ 教職員研修の充実                              

未来を担う児童生徒の教育に携わる人材として、高度な知識や指導力、責任

感などに加え、社会の多様なニーズや課題への適切な対応力が求められます。

子どもや地域とともに歩み、意欲的にみずからの資質能力を磨く教職員をめざ

して、研修機会の確保や学びやすい環境の整備に努めます。 
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【主な事業】 

 学校施設（非構造部材
＊

を含む）の耐震化の推進、学校施設の整備 「学校整備事業」 

【主な事業】 

 教育機器・器材・教具の整備充実 「教材整備事業」 

 

【主な事業】 

「岡谷市保健体育推進委員会」 「小学校体育教科授業、中学校体育指導業務」 

【主な事業】 

 学校給食の充実 

 子ども菜園の実施 「総合的な学習の時間、家庭科での授業」 

（２）教育施設などの整備 

① 学校施設の整備                      

「岡谷市耐震改修促進計画＊」に基づき、平成２７年度までに学校施設の耐震

化（非構造部材＊含む）を完了させ、経年などにより老朽化している施設の長

寿命化を図るための定期的な点検と計画的な施設整備に努めます。岡谷小学校

については、岡谷小学校統合計画＊に基づき、学校統合の着実な推進を図りま

す。 

また、少子化、人口減少社会に対応した、市内小中学校の適正な配置につい

ては、市内通学区の見直しや小中学校の統廃合も含め、幅広く意見を聞きなが

らあり方を検討します。 

 

② 教育機器、教材、教具の整備                   

教育内容に応じた教育機器、教材、教具の整備に努め、合わせて経年により

劣化しているこれら教材機器などの計画的な更新により充実を図るとともに

適正な管理に努めます。 

 

 

 

（３）児童・生徒の育成 

①  体力向上の推進                     

児童生徒が体育授業や体育行事などを通じて運動の楽しさを味わい、仲間と

運動することの素晴らしさや喜びを体験する中で、体力や技能の向上の推進を

図ります。 

 

② 食育の推進                          

家庭や地域との連携のもとに、バランスのとれた望ましい食習慣の形成と健

康の増進、食に対する感謝の心や健全な心身を育むため、総合的な学習や体験

学習により、食育の推進を図ります。また、食物アレルギーのある児童生徒の

食に関する管理を徹底します。 
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【主な事業】 

 児童生徒の安全指導の実施 「岡谷市学校安全教育推進委員会」 「ふれあいたいむ
＊

」 

 「地域安全指導マップの作成」 

【主な事業】 

 子ども総合相談センター
＊

の充実、岡谷市子ども教育支援チーム
＊

、心の教室
＊

、フレンドリー教室
＊

 

カウンセリング機能の充実  

【主な事業】 

 中学校での職場体験、中学生「学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く  わ く

体験事業
＊

」 

 

【主な事業】 

学校評議員、岡谷市の教育を語る会、ＰＴＡ活動との連携推進 「岡谷市ＰＴＡ連合会事務局」 

学校開放の推進 「校庭・体育館の開放、子どもの居場所づくり事業」 

 「学級文庫活動支援事業、ＰＴＡ図書委員会運営支援」 

（４）学校・家庭・地域との連携 

① 安全・安心の教育                          

児童生徒に対して生命尊重、人間尊重の教育を徹底し、過去に起きた犯罪や

災害などを教訓としながら、みずからが判断して危険を回避する力を育む防災

教育の充実を図るとともに、地域ぐるみで子どもを見守り、育てていく環境づ

くりを促進します。 

 

 

 

② キャリア教育＊の推進                            

多様化する社会環境に対応するため、社会的に自立した人間の育成をめざし、

必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育＊の推進を図ります。 

 

 

 

③ 地域に開かれた学校づくり 

地域に開かれた学校をめざすため、地域住民との交流や生涯学習の支援拠点

としての施設の開放を進めるとともに、学校、家庭、地域の連携や協働による

信州型コミュニティスクール事業＊の研究を進め、順次取り組んでいきます。 

 

 

 

 

④ 相談支援体制の充実                            

子ども総合相談センター＊を中心とする教育支援をより進展させ、乳幼児

期から学齢期へと子どもの成長に合わせ、さらに、将来の社会的自立を見通

した教育や支援が行えるよう、途切れのない相談支援体制づくりを進めます。 

また、関係機関や地域の繋がりを大切にし、福祉や医療と連携を図って子

育て家庭を支え合う地域をめざします。 
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【主な事業】 

 専門委員会による教職員の連携 

【主な事業】 

 奨学金制度の充実 「岡谷市育英基金、
＊

山田徳郎奨学基金
＊

」 

 

【主な事業】 

放課後子どもの居場所づくり事業 

教育ボランティアの人材発掘と登用 「おかやマナビィスタッフ
＊

事業」    

【主な事業】 

 市民大学「ともまなび講座
＊

」 

（５）高等学校以上の教育 

① 高等学校との連携                              

高等学校との連携を密にし、生徒にとって魅力ある教育内容が編成される学

校づくりを働きかけます。 

 

 

 

② 奨学金制度の活用                             

学ぶ意欲ある生徒、学生のために奨学金貸付制度を活用し、次世代を担う人

材育成に努めます。 

③ 高等教育機関などの活用                           

大学などの専門的知識を有する機関を活用し、本市の教育、文化、産業の振

興を図ります。 

 

  

 

（６）地域力による子育て支援        

異なる年代や多様な人々との交流や支援は、学校においても子どもの成長に

欠かせないものです。地域の人々のさまざまな経験や知識が子どもたちとのふ

れあいを通じて発揮され、学校・家庭・地域と連携し、役割分担をする中で子

育て支援を進めます。 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/toukou/sozaitext/201.htm&ei=VrZ3VJ3TGqi1mAW9uILYAQ&bvm=bv.80642063,d.dGY&psig=AFQjCNE8zghys5aqmZiyTGszKGHCPO-ehw&ust=1417218006776853
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主要施策２ 青少年の健全育成                  

 【現況と課題】                            

 

少子高齢化が進み、青少年を取り巻く環境は、急激に変化しています。中でも

インタ－ネットは、新たなコミュニケーション手段として普及する一方、学校や

家庭などの身近な集団での人間関係の希薄化など、大きな社会問題となっていま

す。こうした社会の変化により、家庭における教育力の低下、地域における連帯

感が薄れ、従来果たしてきた育成機能を充分発揮することが困難になりつつあり

ます。また、いじめや長期欠席児童の問題、青少年による凶悪事件の多発などが

深刻な状況となってきています。 

このような青少年を取り巻く問題は、社会のさまざまな要因が相互にからみ合

い、年齢に応じて異なることから乳幼児期から青年期まで、家庭、学校、地域、

関係機関が連携し、社会全体で支援していくことが求められています。その中で、

健全育成の基礎となる親子の絆をはじめ、ボランティアなど、自主的、自発的な

地域活動の参画を促すとともに、子どもたちの自己効力感＊や自己肯定感＊を育む

ための体験活動や異年齢交流などの青少年活動を推進し、心豊かに成長できるよ

う努めていく必要があります。本市では、地域の子ども会活動が盛んです。そこ

には、子どもの健やかな成長を願う大人たちが後ろ盾となり、力添えをしている

姿が見られます。 

また、放課後や休日などの安全・安心な居場所づくりと健全な育成を進めるた

め、学童クラブ及び放課後子どもの居場所づくり事業の充実が求められています。   

青少年の非行防止活動については、関係機関が連携し、指導、支援していくな

ど積極的な推進が求められています。  

 

 【施策の体系】                              

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

青少年の健全育成 

（１）子育て土壌づくりの支援 

 
（２）地域における健全な環境づくり 

 
（３）青少年活動の推進 

 
（４）子育て支援の充実 
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【主な事業】 

 おかや子育て憲章の啓発、成長樹(期)子育て実践ポイント
＊

の啓発、活用 

岡谷市子育て支援ガイドマップ作成事業（情報の提供、学習機会の提供） 

子育て支援サイトメールマガジン配信事業
＊

 

幼・保・小学校ＰＴＡ等による家庭教育学級 

子どもに関する相談体制の充実 

家庭児童相談事業、育児相談、子ども総合相談センター
＊

事業 

【主な事業】 

 地域子（己）育てミニ集会
＊

、輝く子育て支援学級 

 子育て支援事業（ママスポーツ広場
＊

）、 いきいきママのヘルシー講座 

 乳幼児親子ふれあい事業、パパママ教室
＊

 

 子育て支援館「こどものくに
＊

」事業 

 地域子育て支援センター事業 

 子育てパパ・ママリフレッシュ事業
＊

 

【主な事業】 

親子ふれあい体験事業の推進  「自然観察教室、子ども工作教室（夏休み、冬休み）、親子映画会」 

原始・古代生活体験学習の実施  「縄文セミナー開催事業」       

 家族そろって家でも読書「うち読でエコ読
＊

」 

 

 【施策の方向】                              

 

（１）子育て土壌づくりの支援  

① 家庭教育への支援 

   「おかや子育て憲章」の理念に基づき、親力＊を高めるための子どもの成長

過程に応じた子育てや家庭教育に関する学習機会の充実と情報提供の推進を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

② 親子のふれあい機会の充実    

親子が楽しみながら学び、ふれあえる講座の開催や「うち読でエコ読＊」を

含めた親子での読書会などの読書活動、遊び、スポーツなどのふれあいを通し

て親子の絆を深め、また、人として思いやる心を育てるよう努めます。 

 

 

 

③ 子育て中の親同士の交流の場づくり 

核家族化により家庭内で子育てを継承することがほとんどない現代の親世

代が、子育ての知識を得ることができるよう、家庭力を高めるため「地域子（己）

育てミニ集会＊」など、地域の協働を得ながら子育てを支援する講座等を開催

していきます。 

また、子育て中の親が、ひとりで子どもの発達について悩んだり、孤独な子

育てで過度のストレスを溜めたりせずに、子育てを楽しめるように、親子が地

域で交流できる場をつくります。 
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【主な事業】 

 有害環境のチェックと浄化活動、愛護パトロール 

【主な事業】 

 学童クラブ運営事業、放課後子どもの居場所づくり事業 

【主な事業】 

おひざのなかで読み聞かせ「ファーストブックプレゼント事業」 

家族そろって家でも読書「うち読でエコ読
＊

」 

子どもたちがみずから考える「子ども読書会議」 

おはなしの会の開催「おはなしの森、ちいさなおはなしの森」 

生まれてくる赤ちゃんのためのおはなしの会 

本が身近にある環境づくり「まちかど図書館」 

④ 子どもの読書の推進  

子どもは、読書活動を通じ言語能力を高めていくだけでなく、豊かな感情を

育むことができます。親子が“わくわくする”読書環境づくりを進め、本が好

きな子ども、みずから読み、考える子どもの育成をめざします。 

 

 

 

 

 

 

（２）地域における健全な環境づくり 

① 環境浄化・非行防止活動の推進                    

家庭、学校、地域の連携のもとに、近年、社会問題になっているスマートフ

ォン＊などのインターネットによる有害情報から青少年を守るための適切な使

用の啓発など、社会全体で青少年を支援していく機運の醸成に努め、青少年が

安心して生活できる環境づくりを推進します。 

また、「青少年は地域社会から育む」という観点から、家庭、学校教育現場、

地域社会、育成団体、関係機関が一体となり、児童生徒の校外生活における問

題行動の早期発見と非行の未然防止に努め、育成啓発活動を推進します。  

 

② 放課後子どもの健全育成の推進              

学童クラブは、国の新たな子ども子育て支援制度の方針に基づき、対象を小

学校６年生までに拡大し、施設と環境の充実を図ります。 

また、放課後子どもの居場所づくり事業では、放課後や週末等に学校等の施

設を活用し、子どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域住民の参画を得て、

学習又はスポーツ・文化活動等の機会を提供します。さらに、地域住民の知識

や技能、経験を活かした社会貢献活動にもつながり、子どもが地域社会の中で

心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。 
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【主な事業】 

 リーダーズ倶楽部の支援、地区子ども会育成会の支援 

【主な事業】 

通学合宿、わんぱくアドベンチャー、夏休み子ども交流事業 

【主な事業】 

 青少年指導者研修会の実施 

【主な事業】 

 リーダーズ倶楽部等の清掃奉仕活動、中学生「学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く  わ く

体験事業
＊

」 

 

【主な事業】 

子育て支援ネットワーク化の連携と支援、地域子（己）育てミニ集会
＊

   

青少年育成団体の活動支援、子育て支援拠点事業(こどものくに
＊

、子育て支援センター) 

③ 地域力による子育ての充実        

異なる年代や多様な人々との交流や支援により、地域の学びや活動に参加す

ることは地域住民が自立・協働して地域課題を解決したり、地域の価値を創造

したりする力である「地域力」を高めることにつながります。その地域力を、

家庭・地域が連携しつつ役割分担をする中で発揮し子育ての充実に努めます。 

 

 

 

 

（３）青少年活動の推進 

① 青少年活動の育成支援                        

地域の子ども会やスポーツ少年団など、各種青少年団体、グループによる自

主的活動の支援、育成を推進します。 

 

 

② 活動の場の充実                              

野外活動、自然体験、職業体験学習などの校外活動を促進するとともに、青

少年活動の拠点施設を活用し、研修、スポーツやレクリエーションなど青少年

活動が展開できる場の充実に努めます。 

 

 

 

③ 社会参加の促進                             

人間性や社会性を育むため、地域の行事やボランティア活動など地域活動へ

の青少年の自主的、自発的な参加を促進します。  

 

 

 

④ 指導者の養成                         

青少年の健全育成を図るため、地域活動における指導者としてふさわしい資

質の向上を支援することにより、その養成を図ります。 

特に、リーダーズ倶楽部の活動支援では、異年齢の子ども同志でともに学ぶ

実践活動により、学びの循環とリーダーの育成を促進します。 
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【主な事業】 

生涯学習館の活用（青少年活動室、学習室、憩いの広場など）、岡谷市子ども会育成連絡協議会 

リーダーズ倶楽部事業、子ども会議 

高校生学童クラブボランティア、中学生「学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く  わ く

体験事業
＊

」 

 

【主な事業】 

 通常保育事業、長時間保育事業、未満児保育事業、障がい児保育事業、一時保育事業、休日保育事業 

保育園職員研修事業 

学童クラブ運営事業 

【主な事業】 

 私立幼稚園・保育園補助金 

 私立幼稚園・保育園健康教育事業補助金（スケートに親しむ機会の提供） 

 私立幼稚園障がい児教育推進補助金、私立保育園障がい児保育事業補助金 

 資質の向上のための職員研修 

⑤ 中学生・高校生の居場所や活動の場づくり 

中学生・高校生が勉強や友達と活動をしたりする場所を提供します。 

また、中学生・高校生を対象にした各種講座やイベントを開催し、リーダー

として活動する機会を提供します。 

 

 

 

 

（４）子育て支援の充実 

① 保育サービスの充実  

育児と就労の両立を支援するため、各保育園における長時間保育、未満児保

育などの特別保育や緊急時などに対応する一時保育、休日保育のほか、学童ク

ラブの充実に努めるとともに、多子世帯の保育料減額など、子育て＊の経済的

負担の軽減に努めます。 

また、質の高い保育の提供や保護者に対する支援の充実のため、研修などを

通して、職員の資質の向上に努めるとともに、「岡谷市保育園整備計画＊」に基

づき計画的な整備と効率的な運営に努めます。 

② 幼児教育の推進                            

幼児期は人間形成の基礎を培う重要な時期であり、豊かな感性や自主性を育

てるため、保育園・幼稚園においては、子どもの健康・安全に配慮しながら、

発達過程に即した適切な教育・保育や食育など、質の高い保育の実施により、

幼児教育の推進に努めます。 

また、質の高い保育の提供や保護者に対する支援の充実のため、研修などを

通して、職員の資質の向上に努めるほか、多様化するニーズや利便性、子ども

の発達の一貫性や連続性を踏まえ、幼稚園、保育園、小学校の連携強化と研究

を進めます。 
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【主な事業】 

 教育相談等の体制整備、フレンドリー教室
＊

・中学校中間教室 

 いじめ根絶運動、人権教育の推進 

 愛の声かけ運動、成長樹（期）子育て実践ポイント
＊

の活用 

子ども総合相談センター
＊

事業 

 

 

③ 児童・生徒の健全育成         

地域、家庭、学校、行政が連携して、地域全体で子どもを見守り、次世代を

担う子どもたちの健全な育成を図っていきます。また、子どもたちの悩みや不

安、ストレスなどを軽減するため、安心して相談できる場所やサポート体制を

整えるなど、相談支援の充実を図ります。さらに、子どもがみずから育つ「子

育ち＊」の観点から、子どもの声に耳を傾け、関心や興味を学びにつなげるよう

支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://matome.naver.jp/odai/2129065648575455701/2129066370675640103&ei=PIxqVJ7YF6GumAWM2IH4Dw&bvm=bv.79908130,d.dGY&psig=AFQjCNGy9pnGMH8pceSYrwKndgHp_om8cQ&ust=1416355260637199
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主要施策３ 社会教育の充実                   

 【現況と課題】                              

 

生活が豊かになり、情報端末の発達などにより生活の多様化が進んでいる現代に

おいて、生涯学習の範囲も多岐にわたり、求められるニーズも高まってきています。

それに応えるべく人材の育成と確保も必要となってきています。また、学校卒業後

の若者には、成人の学習活動につながる学びの機会を提供する必要があります。 

 生涯学習関連施設では、従来から多くの市民が学習に取り組み生涯学習活動が盛

んですが、さらに、各世代に合った学習機会の充実を図り、楽しみながらみずから

を高める学習支援により、多岐にわたる生涯学習のニーズに応えていく必要があり

ます。 

少子高齢社会の中では、安心して子どもを育てる知識の習得や学習の機会、団塊

世代の社会参加による地域への貢献やその中で生きがいづくりを推進し、ボランテ

ィア活動や生涯学習活動の指導者として参加を進める学習の機会を充実する必要

があります。また、高齢化社会における認知症や権利擁護などの新たな課題への対

応や、地域の特色ある産業を活かした生涯学習の推進が求められます。 

防災では、土砂災害や地震、火山噴火など、生活を脅かす災害等に関心が高まっ

ている中、防災の知識や経験を生かすことができる学びの場が必要であり、同時に

地域において家族が安心して暮らすため、平常時から隣人同士のコミュニティづく

りが必要になります。 

生涯を通じ学ぶことで、豊かな心を育み、地域との連携につなげるため、生涯

学習の環境づくりや学習機会を充実し、自主的な生涯学習活動への参加を一層促

進することが求められています。 

 

 

 【施策の体系】                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育の充実 

（１）学習活動への参加促進と学習機会の充実 

    

（２）生涯学習推進基盤の整備 
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【主な事業】 

 広報媒体等の充実、学習情報提供システムの充実、インターネットホームページの充実 

 県生涯学習システムの活用、おかやマナビィスタッフ
＊

の充実 

【主な事業】 

 家庭児童相談事業、子ども総合相談センター
＊

事業、成長樹（期）子育て実践ポイント
＊

活用事業 

小学校での家庭教育学級の開催、子育て講演会の開催、子育て講座の開催 

保育園・幼稚園での子育て講座の開催 「保育園家庭教育学級」 

規範意識の醸成、心の教育の充実、サークル活動の育成 

【主な事業】 

 生涯学習館の青年向けの学習講座の開催、通学合宿、自然体験学習活動 

 １日図書館員体験（としょかんキッズ）の実施、ジュニア司書講座 

 勤労青少年ホーム講座の開催、サークル活動の推進 

【施策の方向】                              

 

（１）学習活動への参加促進と学習機会の充実 

① 生涯学習活動への参加促進      

ア．生涯学習活動の情報発信と学習意欲の啓発 

生涯学習の必要性や魅力を広報おかや、シルキーチャンネル＊、インター

ネットなどのさまざまな媒体を通じて情報発信し、市民の学習意欲の啓発に

努めます。 

イ．学習促進運動の展開 

生涯学習館ほか施設の情報を積極的に提供するとともに、気軽に参加でき

る環境づくりに努めます。 

また、スマートフォンやタブレット端末＊など最先端の情報機器を活用し

た新しい学習形態への対応を進め、各世代における学びの多様性を広げます。 

 

 

 

② ライフステージに応じた生涯学習の充実 

ア．家庭教育の充実   

乳幼児の基本的生活習慣や精神的、身体的発達の基礎づくりを学ぶ機会や

家庭教育学級の充実に努めます。 

また、「おかや子育て憲章」の理念を具現化する中でさらなる普及を図る

とともに親子のふれあいの機会を充実し、家庭教育の活性化に努めます。 

さらに、規範意識の醸成として、子どもの教育の原点は家庭にあることを

認識してもらい、子どもの育ちに対する親の理解、考え方などの意識改革に

努めます。 

特に、父親の育児参加を促進し、心豊かに安らかに暮らせる家庭を築き、

家庭内での学びが推進されるよう支援します。 

 

 

 

イ．青少年学習活動の支援  

青少年の学習、社会活動への参加を促進するため、必要な学習機会の充実

を図り、青少年学習活動を支援します。 

 



 

- 32 - 

 

【主な事業】 

 市民大学講座の開催、生活講座の開催、各種教養講座の開催、ＩＴ講習会の開催 

 生涯学習大学の開催、学習グループの育成・支援    

 「図書館ｄｅ講座
＊

」の開催 

【主な事業】 

 いちい学級の開催、世代間交流講座の開催、高齢者スポーツ振興事業の実施 

各種健康教室の開催、高齢者作品展の実施、シニア大学いきいき実践塾 

生きがいデイサービス事業、放課後子どもの居場所づくり事業                      

【主な事業】 

幼稚園、保育園、小中学校における人権教育、人権教育を取り入れた家庭教育学級 

社会人権教育指導者養成講座の開催、社会人権教育講座の開催、企業内人権教育                   

ウ．成人学習活動の推進   

学術、文化、地域など多様で高度な学習課題に対応するため、市民大学や

各種の教養講座を実施するとともに、自主的な学習活動を推進するため、学

習情報の提供に努めます。 

特に、市民が興味や関心をもつ現代的な課題について学ぶ機会を適時に提

供できるよう、情報の収集・提供を行います。 

 

 

 

エ．高齢者学習活動の充実    

高齢社会の中で、生きがいのある人生を送るために、心身の健康を保ち、

見聞を広げ、仲間や世代間の交流を行い、地域との関わりを持てるように

するため、幅広い分野に対応できる学習機会の拡充に努めます。 

特に、各小学校区で実施している放課後子どもの居場所づくり事業への

参画では、地域住民の知識や技能、経験を活かした社会貢献活動や生きが

いづくりにもつなげます。 

 

 

 

 

  ③ 目的やニーズに応じた学習の充実 

ア．人権教育  

平成８年の人権尊重都市宣言に基づき、お互いを理解し尊重し合うこと

で、ともに支え合い、ともに生きる地域社会づくりの実現のため、幼児期か

ら成人まであらゆる年代での学習機会の提供や意識啓発を行い、みずから差

別をなくすなど実践できる人づくりを進めます。 

 

 

イ．健康づくり 

市民一人ひとりが健康的な生活習慣の重要性に対し、関心と理解を深め、

生涯にわたりみずからの健康状態を意識するとともに、健康の増進に努めら

れるよう、各種保健事業や広報、イベント活動などを実施し、健康づくりの

推進に努めます。 

また、乳幼児期から高齢期まで、食に関するさまざまな体験を通じて豊

かな心を育むとともに、健康を維持・増進するための望ましい食習慣の定着
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【主な事業】 

 男女共同参画おかや市民のつどいの開催 

 男女共同参画に関する出張フォーラムや出前講座等の実施 

 女性リーダー育成のための学習の場や情報の提供 

 女性相談事業 

 子どもの意識づくりに向けた漫画冊子「わたしらしくあなたらしく」の配布 

【主な事業】 

緑のカーテン事業
＊

 

岡谷こどもエコクラブ
＊

 

岡谷エコフェスティバル 

環境セミナー 

環境ボニター活動 

ごみ減量へ「まったなし」啓発推進事業（分別説明会）、市民とあゆむまちづくり講座
＊

 

【主な事業】 

パパママ教室
＊

・離乳食教室・2 歳児にこにこ教室（むし歯予防教室） 

 市民健康づくりのつどい、あるき太郎まちづくりウォーキング事業 

 健康づくり講演会、地域健康ふれあい集会  

 食育の推進（おいしく食べてヘルスアップ教室、もっと野菜を食べよう運動、出前講座） 

に向けて地域や関係団体等と連携し、食育の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

ウ．男女共同参画       

男女がともに尊重し認め合いながら、喜びも責任も分かち合い、みずか

らの意思によって、家庭・地域・職場・学校などさまざまな分野に対等な立

場で参画し、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮しながらいきいきと生活

している男女共同参画社会の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

エ．環境保全に関する学習 

望ましい環境像「あふれる緑と清らかな水につつまれたまち」をめざし

て、市民一人ひとりの環境保全意識の向上のために、保育園、幼稚園、学校、

地域における環境教育や、子どもを対象とした環境学習の開催や、市民の環

境保全に関する意識啓発を行い、環境に配慮した生活や行動の実践を推進し

ていきます。 

また、里山の保全などを通じて、自然と共生する意識の啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

オ．安全・安心に関する学習  

市民が住みなれたまちで安全で安心して生活ができるように、関係機関

や関係団体等と連携を図りながら、子どもから高齢者まで、年代に応じた交

通安全教室等の学習機会を通して交通安全意識を高めるとともに、防犯パト

ロールなどの防犯活動により防犯意識の高揚を図ります。 

また、多様化する商品トラブルや悪質な消費者被害に巻き込まれないよ

うにするために、岡谷市消費生活センターにおける相談業務のほか、消費生
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【主な事業】 

交通安全意識啓発、各種交通安全教室の開催、交通安全学習機会、安全市民大会、防犯意識啓発 

消費者意識啓発、消費者の会との連携によるジュニア教育 

市民とあゆむまちづくり講座
＊

、ふれあいたいむ
＊

 

危機管理指針・各種マニュアル等の整備、防災訓練等 

防災啓発推進事業（子ども防災教室・出前講座など） 

【主な事業】 

 地域福祉活動研修、地域サポートセンターの充実 

岡谷市ボランティアセンターの充実強化 

手話奉仕員養成講座の開催、手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

地域福祉活動人材養成研修 こころのバリアフリー推進事業 

介護保険制度の正しい認識や普及のための意識啓発 

在宅介護等相談体制の充実、生きがいデイサービス事業、見守り安心ネットワーク事業 

活に関する学習の機会や情報収集・提供を充実するとともに、消費者団体や

学校等と連携し啓発活動等を推進します。 

さらに、「自分の命を自分で守る行動をとる」ことを基本に、平成１８年

７月豪雨災害の教訓を次世代に伝承するとともに、さまざまな災害等につい

ての学びを推進します。児童生徒も参加する防災訓練を行い、幼少年期から

防災学習に取り組み知識を習得するとともに、市民が興味を持って防災活動

に参加し、地域の防災力を強化するよう努め、長期的な視点で防災文化を形

成します。 

地域においては自主防災組織における防災リーダーを育成する研修会へ

の参加を促進します。 

 

 

 

カ．地域・障がい者・高齢者福祉に関する学習   

こころのバリアフリーなど福祉の心の醸成を進め、誰もが住み慣れた地

域で安心し、自立した生活を送ることができる地域づくりをめざして、各種

事業や体制づくりの充実に努め、地域福祉の推進を担うリーダーの育成を図

ります。特に、シルバー人材センターについては、団塊世代の人たちが退職

の時期を迎え、培ってきた知識や技能を地域に活かす活躍の場であることを

周知啓発し、活性化に協力します。 

また、地域や家族で認知症や成年後見＊制度など高齢者・障がい者等の権 

 利擁護について学ぶ機会を設け、地域のつながりによる包括的なケアシス 

テムの構築に努め、明るく生きがいをもった生活を送れるよう努めます。 

さらに、地域サポートセンターを中心とした地域活動の中で、高齢者と

子どもが交流する機会を増やします。 

 

 

 

キ．産業・企業学習活動の充実 

変化する経済・雇用情勢に対する企業のニーズに対応した研修会や講座

等の充実に努めます。特に、産業振興の拠点であるテクノプラザおかや＊の

施設を活用し、工業の集積する特色を活かした学習活動の推進を図ります。 

また、「ものづくりフェア」など、子どもや家族が市内事業所の製品や技
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【主な事業】 

 職業能力の向上を図る学習機会の提供 

 生産技術基礎講座、経済講演会の開催、生産管理総合講座の開催 

 岡谷・下諏訪ロボバトル、小中学生ものづくり探検隊、ものづくりフェア 

 企業向けの労務管理研修、高齢者や女性の就労を支援するセミナーの開催  

 いきいきマイファーム事業、市民農園 

【主な事業】 

 ボランティア入門講座の開催、ボランティア養成講座の開催、ボランティア実践講座の開催 

 生涯学習ボランティアグループの活動支援 

 ボランティアセンター（社会福祉協議会）の充実 

 ボランティア受入体制の改善、社会福祉協議会・ボランティア連絡協議会との連携 

【主な事業】 

 自主的な地域学習への支援、地域の公民館活動の充実と支援 

 地域サポートセンターの設置促進と充実、コミュニティ組織の充実と地域リーダー発掘・養成 

 地域の学習施設の整備と利用促進、郷土学習施設の整備充実と学習活動への支援     

術に触れる機会を設け、郷土の産業についての理解を深め、地域の活性化に

もつなげます。 

さらに、家族や世代間での農業体験を推進し、指導者を養成するととも

に、将来の農業の担い手となるリーダーの育成に努めます。 

 

 

 

 

ク．ボランティア  

ボランティア活動は、みずからを高め心豊かにする活動であり、人と人と

がともに助け合って生きる社会を支える重要な位置を占めています。個人の

学習活動の成果を個人だけにとどめず、広く社会に還元するなどの活動が広

がるような取り組み、社会貢献活動を推進するための講座の開催や意識啓発、

ボランティア連絡協議会との連携により、若い世代をはじめ全市民にボラン

ティア活動が広がるように努めます。 

また、その大きな力が、明日の岡谷を支えていくという考えを市民も行 

政もともに持ちながら、有償ボランティア＊などの多様な活動形態も取り入

れながら、あらゆる分野での生涯学習推進にボランティア精神を発揮できる

よう活動を支援します。 

 

 

ケ．地域づくり     

それぞれの地域における、社会環境の変化に伴う地域の連帯感の希薄化な

ど生活に密着した特有の課題への取り組みを進めます。 

また、生涯学習の成果を地域に還元し地域づくりに活かす仕組みを検討 

する中で、生涯学習を推進するリーダーの育成に努めます。 

さらに、郷土学習館＊など「ふるさとの学び」を地域で進めている団体等

の活動を支援します。 
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【主な事業】 

 各館の連絡会議 

【主な事業】 

 生涯学習館、公民館、図書館、美術考古館の充実と活用、蚕糸博物館の活用   

芸術作品等の収集、小中高生のための施設の無料開放、塩嶺野外活動センター及び周辺の施設整備 

（２）生涯学習推進基盤の整備 

① 生涯学習施設の活用 

ア．生涯学習館等、公民館の活用       

生涯学習館、公民館は、生涯学習の拠点として、利用者のニーズの把握

に努め、多様な学習機会を提供し、自主的な活動が活発に行われるよう努め

ます。また、青少年の野外体験の場でもある塩嶺野外活動センターについて

は、周辺の整備を含め活用の検討を進めます。 

イ．図書館の活用                        

図書館は、多様な市民の学習意欲に応えるため、広域図書館ネットワーク

システムの拡充に努めます。「岡谷市子ども読書活動推進計画＊」をもとに、

学校図書館、保育園・幼稚園、各公民館と連携し、親子が“わくわくする”

読書環境づくりを進め、本が好きな子ども、みずから読み、考える子どもの

育成をめざします。 

ウ．蚕糸博物館の活用         

蚕糸博物館は、学術的、歴史的な学習ニーズに応える展示の見学、体験

学習の場となっています。来館者の知的好奇心を満足させる展示の充実を

図り、動態展示＊という施設の機能を活かし、さまざまな学習の機会を提供

します。 

エ．美術考古館の活用              

美術考古館は、歴史的、芸術的な学習ニーズに応える資料や作品の観覧、

体験学習の場、および生涯学習の成果の発表の場となっています。文化を

核にしたまちづくりを推進するため、さまざまなジャンルの展覧会を開催

することにより、より質の高い芸術、文化作品に触れる機会を設け、学習

意欲を高めるとともに、学習の成果の発表の場の充実を図ります。 

 

 

 

 

② 生涯学習施設の連携                 

生涯学習関連施設は、市民の生涯学習を推進するため、相互の連携に努

めます。また、生涯学習の機会を活かすための移動手段として、市内公共施

設を循環運行するシルキーバス＊の利用促進に努めます。 
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【主な事業】 

 各種ボランティア指導者の育成、地域子育てミニ集会
＊

推進責任者の活用 

 体育指導委員、スポーツ指導者の育成、まちづくりのリーダーの育成、食生活改善推進員の活動支援 

 リーダーズ倶楽部（中高生）養成研修の実施、おかやマナビィスタッフ
＊

の登録促進と活用 

【主な事業】 

横断的な協力体制の確立と連携の強化 

職員研修の充実（出前講座の充実） 

岡谷市子ども読書活動推進会議の開催 

                                      

【主な事業】 

市民文化祭の充実、市民参画型講座の実施 

教育活動を支援するボランティア活動の推進（学びのおかやサポート事業
＊

） 

ボランティア活動の場の確保と学習機会の充実 

読書活動ボランティア連絡会の開催 

③ 生涯学習推進のための人材育成と活用    

ア．指導者の養成とボランティア活動の支援 

生涯学習を積極的に進めるための指導者の育成を図ります。また、ボラン

ティアは幅広い学びの分野において、個人の学びをつなぎ、学びの輪を広げ

る役割を果たすことから地域における人材の掘り起こし、確保、養成に努め

るとともにボランティア活動を支援します。 

イ．学習グループ、団体の育成 

講座や学級の受講者が、新たなグループとして継続して学ぶ環境を整え、

自主的な学習グループ、団体の育成を支援するとともに、学習グループリー

ダーの養成に努めます。 

ウ．生涯学習講師制度の活用 

市民の生涯学習活動への自主的な参加を促進するため、新たに構築した生

涯学習人材バンク「おかやマナビィスタッフ」＊への登録を促進し、活用を

図ります。 

 

 

 

 

④ 生涯学習推進体制の連携強化                

「岡谷市生涯学習推進計画」「岡谷市子ども読書活動推進計画＊」「スポー

ツ推進計画＊」などをもとに、関係部課等の連携を強化し、生涯学習の推進

に取り組みます。 

 

 

 

 

⑤ 学習成果の発表・活用の場の充実 

ア．学習成果を生かすための支援           

地域の教育力の向上、地域の特色ある学習活動、ボランティアなどの社会

貢献活動の充実に向け、支援促進を図ります。 
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【主な事業】 

文化祭への参画 

各種展覧会・発表会への参画 

多様な展示スペースの確保 

ボランティア活動としての学習成果発表の場の確保 

各種スポーツ大会への参画 

としょかん子ども読書まつりへの参画 

イ．学習成果発表の場の充実 

個人の学習だけにとどまらず、多くの人に学習の成果を発表することは学

ぶ意欲の向上につながります。文化祭や発表会など発表の場の確保や機会

の提供に努めます。 
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基本目標２ 
 

 

文化・スポーツの振興 

 

 

 

☆★☆★☆  主要施策１ 文化・芸術の振興 ☆★☆★☆ 

   

 施策の方向  （１）文化施設の活用 

            （２）文化活動の促進支援 

 

 

 ☆★☆★☆  主要施策２ 文化財の保護・活用 ☆★☆★☆ 

施策の方向  （１）文化財の調査・保存 

（２）文化財の公開・活用 

（３）史跡公園の管理・活用 

 

 

☆★☆★☆  主要施策３ スポーツの振興 ☆★☆★☆  

   施策の方向  （１）市民ひとり１スポーツの実現 

（２）競技力の向上 

（３）子どものスポーツ機会の充実 

（４）スポーツによるまちづくり 

（５）スポーツ環境の整備・充実 
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主要施策１  文化・芸術の振興             

 【現況と課題】                              

 

本市では、カノラホール、蚕糸博物館、美術考古館、イルフ童画館など芸術文

化施設を整備し、芸術文化活動また地域の歴史を学ぶ場や機会の充実を図ってき

ました。今後も引き続き、芸術や地域の文化、歴史などに市民が身近に接し、豊

かな感受性を育み地域に愛着と誇りを持つとともに、特色ある芸術文化活動を活

発に行うことができるよう、各施設が連携しながら市民と行政が協働して文化を

核にしたまちづくりを推進する必要があります。 

 

カノラホールは、優れた芸術鑑賞の場、新しい文化の創造の場、次代を担う人

材の育成の場として地域文化の中心的役割を果たすべく、施設の管理および自主

事業の充実に努めています。自主事業においては、ジャンル、対象年齢層などの

バランスを充分に考慮する中で、世界の一流音楽家からも高い評価を受けるホー

ルの音響特性を最大限に活かした事業を柱として行っており、今後も質の高い芸

術を安価で提供し、市民が芸術文化に触れる機会の充実に努める必要があります。 

 

蚕糸博物館は、シルク岡谷とうたわれ日本の近代化に貢献した岡谷の製糸業に

関する機械器具類や記録資料類を中心に、蚕糸業全般にわたって貴重な資料など

を収蔵し、養蚕、製糸業により育まれた文化、歴史、そして、先人の偉業を全国

に発信し、後世に伝承するほか、新たなシルク文化を生み出す岡谷ブランド発信

の拠点施設として、また、観光拠点としての役割を果たすことが求められていま

す。 

 

美術考古館は、絵画、彫刻、工芸などの郷土の優れた美術作品と市内遺跡から

発掘された貴重な土器類などを収蔵、展示し、地域の芸術文化の振興に努めてい

ます。平成25年度に新美術考古館が整備され、新たな環境の中でまちの賑わいに

も貢献し、郷土の芸術文化をさらに育み、文化を核にしたまちづくりに向けた活

動の充実が求められています。 

 

イルフ童画館は、童画文化を発信する基地として、世代を超えた多くの人々に

武井武雄作品のすばらしさを伝えながら、個性豊かな芸術文化の振興、次代を受

け継ぐ童画家の育成、支援に努め、童画のまちづくりを推進しています。今後は、

さらなる知名度の向上を図り、入館者数の増加に努める必要があります。 

  各施設においては、文化振興を担う若い世代のリーダーの育成とボランティア

の活躍が期待されています。 



 

- 41 - 

 

【主な事業】 

 カノラホール自主事業の充実と活用 「岡谷市文化会館自主事業」 

【主な事業】】 

 蚕糸博物館の充実と活用  

 

 【施策の体系】                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 【施策の方向】                              

 

（１） 文化施設の活用               

① カノラホールの活用                  

カノラホールは、舞台芸術文化の拠点としてオペラ、バレエ、オーケストラ

など質の高い優れた舞台芸術作品鑑賞の機会充実を図るほか、特色ある独自

の芸術作品の企画、制作などを推進するとともに、市民が参加する舞台芸術

活動を支援します。 

また、カノラ少年少女合唱団など次代を担う人材、リーダーの育成に努めま

す。 

さらに、市民の集会、行事、発表の場としても一層の活用を図るとともに、

適切な管理運営に努め、計画的な施設整備を進めます。 

 

 

② 蚕糸博物館の活用              

蚕糸博物館は、養蚕、製糸業により育まれた文化、歴史、そして、先人の偉

業を全国に発信し、後世に伝えるため、魅力ある静態展示＊、現役の製糸工場

を見ることができる動態展示＊など、施設の特徴を活かした常設展示の充実に

努めるとともに、企画展やワークショップの開催、関連書籍の発刊などを行

い、シルクのまちづくりを推進します。 

 

 

③ 美術考古館の活用        

美術考古館は、平成２５年度に施設整備したことにより、収蔵庫や展示室の

機能確保が充分に図られ、地域の特性を活かした芸術作品や文化財資料を収

集、保存し、より質の高い、さまざまな展覧会を開催することにより、芸術

文化に接する機会の充実を図ります。 

文化・芸術の振興 

（１）文化施設の活用 

 
（２）文化活動の促進支援 
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【主な事業】】 

 イルフ童画館の充実と活用  

「イルフ童画館企画展示」、「イルフ童画館はらっぱ事業」、「日本童画大賞
＊

開催事業」 

【主な事業】 

 美術考古館の充実と活用  さまざまなワークショップの開催 

 美術関係団体との連携 

【主な事業】 

 文化施設でのさまざまなワークショップの開催 

 生涯学習活動センター講座の開催 

 公民館講座の開催 

 蚕糸の伝統技術体験教室の実施 「ワークショップ開催事業」 

特に、美術と考古を併設する特色を生かした企画や展示により、広く市民 

に学びの場を提供します。 

また、市民ギャラリーや交流ひろばの機能を充分に活用して、市民の芸術 

作品の発表の場とし、生涯学習の推進に努めるとともに、ボランティア説明 

員の活動の幅を広げます。 

さらに、地域に根ざした美術考古館として、市民に親しまれ、適切な管理運

営に努めます。 

 

 

 

④ イルフ童画館の活用             

イルフ童画館は、武井武雄作品を中心に童画作品の充実を図るほか、所蔵 

する武井武雄、モーリスセンダック＊の作品や世界の童画企画展を開催すると 

ともに、童画に関した特色あるワークショップを展開するなど、童画のまち 

づくりを推進します。 

また、次代を担う若手童画家の発掘と支援、育成のため、日本童画大賞＊を

開催するとともに、武井武雄の生んだ童画文化の研究をより深め、活用を図

ります。武井武雄生誕１２０年記念事業では、全国巡回展を開催し全国レベ

ルのプロモーション活動を展開するなど、武井武雄ファンを増やすための情

報発信を推進します。 

  

                              

 

 

（２）文化活動の促進支援          

① 参加機会の充実             

文化活動の推進を図るため、施設の特性を生かしながら各施設が連携し各種

講座の開設、学習情報の提供を進めるなど、市民が気軽に文化活動に参加で

きる機会の充実に努めます。 

また、時代のニーズに合わせ講座の内容を見直し、それぞれの年代層がいつ

でも参加できる魅力ある講座の開催に努めます。 
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【主な事業】 

 市民文化祭の実施 

 地区文化祭の実施と支援 

 美術展の開催支援 

【主な事業】 

 芸術文化活動団体への後援 

 

② 学習成果発表の場の充実          

日頃の文化活動の成果を発表する機会の充実に努めるとともに、活動内容の

紹介を行ない、学習活動の一層の促進を図ります。 

特に、市民が気軽に成果を発表できる場としてホールや市民ギャラリー、交

流広場等を活用し、学びの喜びを実感できる機会の提供に努めます。 

 

 

 

③ 関係団体、人材の育成          

市民文化活動の推進を図るため、各種の文化団体、グループの育成や指導者

の養成に努めます。 

特に、若い世代や中高年の現役世代から継続的な学びを促進し、時代に合っ

た新しい分野のグループ活動や団体を支援します。 
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主要施策２ 文化財の保護・活用     

    【現況と課題】                              

 

本市は、古来より東西の文化が接する要衝の地にあり、原始時代から人々が生

活をし、文化や産業が発展してきました。縄文時代では、和田峠周辺の黒曜石原

産地をひかえ石器作りも盛んであり、弥生時代には橋原遺跡で稲作が行われてい

ました。また、奈良、平安時代には、都との交流も活発になり、岡屋牧＊や諏訪郡

衙＊（すわぐんが）が置かれたと考えられ、諏訪地方の中心的役割を果たしていま

す。江戸時代になると、綿打、小倉織＊、生糸製造など手工業が発展し、明治から

昭和の初期にかけては近代製糸業の一大中心地として日本の生糸輸出を牽引し、

シルク岡谷の名は世界に轟きました。 

市内には、このように歴史の過程を物語る数多くの遺産が継承されています。

国指定史跡である縄文時代の梨久保遺跡＊をはじめ、本市の製糸業の隆盛を物語る

遺産であり、国の重要文化財に指定されている旧林家住宅＊や国の登録有形文化財

である旧岡谷市役所庁舎、旧山一林組製糸事務所＊、県宝の旧渡辺家住宅＊などが

残されています。 

特に、経済産業省より認定を受けた市内１５件の近代化産業遺産群＊は、市民や

観光客のまちあるきに活用され多くの人に親しまれています。 

こうした本市の文化や産業の発展の礎となった遺産を保存し、記録にとどめ、

後世に伝えるとともに、地域に愛着と誇りを持つことができるよう生涯学習やま

ちづくりに活用していくことが大切です。 

このため、これらの遺産などを保護する意識を醸成し、文化財の保護活動を推

進していく必要があります。 

 

 

 【施策の体系】                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財の保護・活用 

 
（１）文化財の調査・保存 

 
（２）文化財の公開・活用 

 
（３）史跡公園の管理・活用 
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【主な事業】 

製糸関連遺構の保存 

【主な事業】 

遺跡緊急発掘の実施 

 

【主な事業】 

有形文化財の調査、収集の実施 

 

【主な事業】 

 市内文化財の紹介、岡谷美術考古館での考古資料の常設展示、発掘調査速報展の開催 

 岡谷蚕糸博物館での県指定有形民俗文化財（蚕糸資料コレクション）の展示 

 旧林家住宅
＊

、旧渡辺家住宅
＊

の活用、ぼくもわたしもおかやっ子事業
＊

 

 広畑遺跡発掘体験学習事業 

 

 

【主な事業】 

史跡の維持、管理 

 

 【施策の方向】                              

（１）文化財の調査・保存                      

① 製糸関連遺構の調査・保存 

本市発展の基礎となり、日本の近代化を導いた製糸業に関する建物について、

生涯学習やまちづくりに資するよう調査や保存を進め、市民がふるさとの歴史

や産業を学ぶ資料として活用します。 

 

 

② 埋蔵文化財の調査・保存                 

公共事業や住宅建設などの開発に伴う遺跡調査を実施し、遺跡の記録や出土

品の保存に努めます。 

 

 

③ 文化財の調査・収集・保存                    

郷土の歴史や文化財の調査、収集、保存に努めます。また、市民が学習活動

により得た知識が、ボランティア活動や地域活動など反映されるよう文化財ボ

ランティアの育成を図ります。 

 

 

（２）文化財の公開＊・活用             

これまで収集、保管をしてきた民俗資料や考古資料などの公開、活用に取り

組み、「近代化産業遺産群＊」をまちづくりに活かすようその活用を推進します。 

また、小中学生を対象とした発掘体験学習等を行い、郷土の地域資源を学び

親しむことにより、ふるさとを愛し地域を育むような学習活動の充実に努めま

す。 

 

 

 

 

（３）史跡公園の管理・活用               

国指定史跡梨久保遺跡＊は、縄文時代の暮らしをテーマとする史跡公園として

活用を図ります。また、市指定史跡広畑遺跡＊は、史跡公園として環境整備と

活用を検討します。 
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主要施策３ スポーツの振興 

 【現況と課題】                              

 

平成２３年に国のスポーツ振興法が半世紀ぶりに全面改正され、スポーツ基本

法＊が成立しました。基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ

とが人々の権利である」と明記され、新しい時代におけるスポーツの基本理念が

提示されました。 

誰もが豊かなライフスタイルを構築し、より一層健康で活力ある人生を送ろう

とする意識が高まっています。ライフステージに応じたスポーツ活動を推進し、

市民スポーツのより一層の振興に努めることにより、市民ひとり１スポーツを実

現する必要があります。 

特に、社会状況の変化に伴う子どもの体力低下は、全国的な問題になっており、

子どもの体力向上に向け、子どものスポーツ機会の充実を図ることが急務となっ

ています。 

本市ゆかりのスケートやバレーボール、エースドッジボール＊などのスポーツを

軸に、指導者の確保や選手の育成を図り、競技力の向上に努めていく必要があり

ます。また、スポーツ推進委員＊などが市民スポーツの普及に努めていますが、さ

らに多くの競技者や指導者が地域に貢献することが求められます。 

地域の連帯感が希薄化する中で、身近なスポーツを通じた家庭や地域の交流や、

本市ゆかりのスポーツを推進することで、スポーツによるまちづくりが期待され

ています。 

本市のスポーツ施設は、各種大会や教室、それぞれのライフスタイルに応じて

活用されており、市民のスポーツ活動の拠点となっています。これらの施設の整

備をさらに進め適切な維持管理と運営に努めるとともに、施設が十分に活用され

るよう必要な情報の提供を図る必要があります。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック＊の開催が決定し、市民の

スポーツに対する関心・意欲が高まっている中で、スポーツ行政のみならず、本

市全体の活性化へ向けて、スポーツに対する期待は非常に高まってきています。 

本市では、新たに策定した「岡谷市スポーツ推進計画＊」に従い、スポーツ振興

を進める必要があります。 

              

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geocities.jp/kirakirakirby7/sports.html&ei=OLl3VIjYJYfi8gX85IGoBg&bvm=bv.80642063,d.dGY&psig=AFQjCNFtVtxz_EUcHP6Eayg0q8M6nSjc_Q&ust=1417218646760152
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【主な事業】 

各種スポーツ教室・大会の充実、子どものスポーツ機会の充実、家族のスポーツ機会の充実 

地域におけるスポーツ機会の充実、体育協会の活動支援、総合型地域スポーツクラブ
＊

の育成支援 

スポーツクラブ等の活動支援、スポーツ推進委員
＊

活動の充実、スポーツボランティア活動の促進 

スポーツ指導者の養成、障がい者スポーツの推進、スポーツにおける安全確保  

スポーツにおける安全確保  

 

    【施策の体系】                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【施策の方向】                              

 

（１）市民ひとり１スポーツの実現 

体力づくり、健康志向、地域交流など、市民の多様なスポーツへの要求に

こたえるため、(公財)岡谷市体育協会などと連携して各種スポーツ教室、大

会の充実を図ります。 

また、地域におけるスポーツや高齢者スポーツの推進を図るため、総合型

地域スポーツクラブ＊の育成、支援に努めるとともに、スポーツ推進委員＊活

動の充実や、スポーツボランティア活動の促進、適切な指導ができるスポー

ツ指導者の養成を図ります。 

さらに、スポーツにおける安全確保に努め、すべての市民が生涯を通じて

生きがいをもってスポーツに主体的に取り組むことができるよう努めます。 

 

 

 

 

（２）競技力の向上 

(公財)岡谷市体育協会と連携し、スポーツ教室、大会の充実を図り、競技

力向上を推進します。また、全国大会やトップアスリート＊が参加するスポー

ツ大会なども招致開催しスポーツへの関心や参加意欲を高め競技スポーツ人

口の拡大を図ります。 

競技スポーツの振興と競技力の向上を図るため、（公財）岡谷市体育協会

と連携し、全国的な舞台で活躍できる競技者の育成と支援に努めます。 

スポーツの振興 

（１）市民ひとり１スポーツの実現 

（２）競技力の向上 

 
（３）子どものスポーツ機会の充実 

（５）スポーツ環境の整備・充実 

 

（４）スポーツによるまちづくり 
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【主な事業】 

 競技力向上スポーツ教室、大会の充実、全国大会等の招致、アスリートの育成と支援   

ジュニア世代の育成と支援、スポーツ指導者の養成  

 

 

【主な事業】 

 スポーツによるまちづくり、スケートのまちづくりの推進、バレーボールのまちづくりの推進 

エースドッジボール
＊

の普及促進、スポーツを通じた姉妹都市交流 

スポーツツーリズムによる地域の活性化 

 

【主な事業】 

幼児期の運動遊びの充実、小学生期の体力向上、中学生期のスポーツ活動の充実   

子どものスポーツ機会の提供、スポーツ指導者の養成(スポーツ少年団
＊

への加入促進) 

スポーツ施設の無料利用、野外活動の推進 

【主な事業】 

安全・快適に利用できる施設整備、スポーツ施設の安定的な管理運営 

スポーツ施設の有効活用の推進、スポーツ施設のあり方の検討 

 

また、競技力向上を支えるスポーツ指導者の養成を図ります。 

 

 

 

（３）子どものスポーツ機会の充実 

子どもの体力向上に向け学校体育活動の充実を図るなど、成長期に合わせて

多様なスポーツ機会を提供することにより、子どもたちの健全な成長のため

の環境づくりに努めるとともに、市民ひとり１スポーツや競技スポーツへの

きっかけづくりを推進します。 

また、子どもたちに適正な指導を行うことができるスポーツ指導者の養成を

図ります。 

 

 

 

 

（４）スポーツによるまちづくり 

恵まれた施設や環境を活用して、スポーツを通じた家庭や地域の交流及び人

材育成により、スポーツによるまちづくりを推進します。 

また、「スケートのまちづくり」や「バレーボールのまちづくり」の推進と

岡谷市発祥のスポーツ「エースドッジボール＊」の普及促進に努め、郷土への

愛着を育みます。 

 

 

 

 

（５）スポーツ環境の整備・充実 

安全で快適なスポーツ活動に取り組むことができるスポーツ環境の整備、充

実に努めます。 

また、施設の効率的な管理や有効活用を推進するとともに、施設を身近に利

用できるよう、情報提供にも努めます。 
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基本目標３ 
 

 

     国際理解の醸成 

 

 

 

☆★☆★☆  主要施策１ 多文化共生の推進 ☆★☆★☆ 

   

施策の方向  （１）国際交流の推進 

          （２）国際理解の醸成 
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【主な事業】 

 姉妹都市生活体験高校生等の派遣及び受入れ、海外からの教育旅行の受入れ 

 

 

主要施策１  多文化共生の推進 

  【現況と課題】                          

 

世界規模で人材、物流、情報が行き交うなどグローバル＊社会の進展により、市内

企業の海外進出や海外との技術交流が進み、外国人研修生の受け入れも増加してい

ます。 

現在、市内には、多様な生活習慣や文化を持つ外国人が在住するため、異文化へ

の理解とともに、保育園、小中学校、地域社会などさまざまな場面での外国人への

対応が求められています。 

これまで長年にわたり（公財）おかや文化振興事業団国際交流センターと連携し、

海外姉妹都市であるマウントプレザント市＊をはじめとする諸外国との親善交流事

業や国際交流センターが実施する各種事業などを通して、国際交流、国際理解の推

進に努めてきました。 

今後は、諸外国や在住外国人などとの交流を推進するとともに、多様な国籍・言

語・文化などを持つ人々が互いに尊重しあう「多文化共生社会」の実現に向けて、

異文化への理解を推進することが大切です。 

 

  【施策の体系】                              

 

 

 

 

 

  【施策の方向】                             

 

（１）国際交流の推進                   

① 海外姉妹都市などとの国際交流推進 

国際交流センターと連携し、マウントプレザント市＊や在住外国人などとの

交流を推進するとともに、海外からの研修生、留学生の受け入れなどを通して、

文化、学術研究、教育、産業など各分野での国際交流を促進します。 

また、教育旅行における学校交流など海外からの旅行者との交流を通じて、

青少年が国際感覚を身につけ、世界に向かって夢と希望を抱く機会の提供に努

めます。 

 

 

 

多文化共生の推進 

（１）国際交流の推進 

 
（２）国際理解の醸成 
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【主な事業】 

 国際交流員の設置、国際理解講座の開催、各種語学講座の開催 

保育園、小中学校での多文化共生の推進、英語スピーチコンテストの開催 

世界にタッチ英語に触れよう事業 

（２）国際理解の醸成 

① 多文化共生意識の高揚    

国際交流センターと連携し、異文化理解のためさまざまな機会の充実を図る

ほか、市内の保育園・小中学校で国際理解のための教育や外国籍児童生徒への

支援等を通じて多文化共生意識の高揚を図ります。 
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【あ 行】 

・うち読でエコ読  

家庭で読書の時間をつくり、読書を通して家族のコミュニケーションを図り、

一家団らんで、家族のコミュニケーションを深める取り組みです。テレビやゲー

ムを消し、家庭の中でひとつの部屋に集まり読書をすることで、楽しみながら、

地球温暖化防止にもなります。 

 

・ＡＬＴ （Ａssistannt Language Teacher） 

外国語を母国語とする外国語指導助手をいいます。小学校・中学校や高等学校

に児童生徒の英語発音や国際理解教育の向上を目的に各教育委員会から学校に配

置され、授業を補助しています。 

 

・エースドッジボール 

岡谷市発祥のスポーツ。ドッジボールをベースに、いくつかのルールを追加・

変更した競技です。市内小学校では体育の時間などに取り入れ、毎年大会が行わ

れています。 

 

・岡谷市育英基金 

経済的理由により高校、大学等に就学が困難な生徒・学生に対して、奨学金を

貸付し人材を育成します。 

 

・岡谷市子ども教育支援チーム 

不登校や長期欠席の児童生徒一人ひとりの悩みに応じた相談支援のほか、保護

者や教職員への助言などをきめ細やかに行い、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーなどがチームを組んで対応しています。 

 

・岡谷市子ども読書活動推進計画 

家庭、学校、地域、行政等が連携し、子どもの生涯にわたる読書習慣の定着の

ため、平成２６年３月に前計画の現状と課題を踏まえ「第２次岡谷市子ども読書

活動推進計画」が策定されました。 

 

 

用 語 の 説 明 

付属資料 用語の説明 
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・岡谷市耐震改修促進計画 

市内の既存建築物の耐震性能を確保するため、耐震診断とその結果に基づく耐

震改修を促進することにより、既存建築物の耐震性能の向上を図り、今後予想さ

れる地震災害に対して市民の生命、財産を守ることを目的として平成１９年度に

策定しました。 

 

・岡谷市保育園整備計画 

保育園の効率的な運営と、保育環境の整備、さらには保育サービス、地域の子

育て支援の拠点としての機能の充実を図るため、児童数や施設の老朽化等を勘案

しながら、保育施設整備と合わせて、移転や再編も含めた適正配置や整備の進め

方等を策定するものです。 

 

・岡谷小学校統合計画 

岡谷小学校の児童の安全、安心な教育環境の確保に向けて、柱となる「理念」

を岡谷小学校と関係する相手校との「統合」とし、それぞれの学校の良さや伝統

などを礎にしながら、それぞれに融合していくことで、子どもたちが夢と希望を

持って通うことのできる、楽しい、魅力ある新たな学校づくりを進めます。 

 

・岡屋牧（おかのやのまき） 

牧とは、牛馬などを放し飼いにするところで、平安初期に成立した朝廷で使用

する馬を飼育するための信濃１６牧の一つ。諏訪郡には「岡屋牧、塩原牧、山鹿

牧」が知られている。そのなかで岡屋牧は、現在の岡谷から三沢、新倉の川岸方

面一帯とされてきました。 

 

・親力 

「子どもを育て、包み、伸ばす親の総合力」＝親の教育力。単に学力を上げる

ということではなく、物事を認識したり、考えたり、創造したりするような力を

楽しく育てていくことによって、「親力」がさらにアップされます。 

 

【か 行】 

・学童ＷＯＲＫＷＯＲＫ
わ く わ く

体験事業  

中学生が、学校の活動ではなく、自主的な活動により学童クラブ指導員を体験

し、多くの子どもたちとの交流を通して人間関係の大切さを知ることや、青少年

の健全育成を促進します。 

 

付属資料 用語の説明 
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・キャリア教育 

キャリア（経験）を活かして、自分の現在や将来を見据えることなどを主眼と

して行われる教育のことです。 

 

・郷土学習館（非特定営利法人 郷土学習館運営委員会） 

岡谷市民をはじめ、近隣市町村住民に対して、郷土出身の優れた先人の生き方

を学ぶ機会と場を提供し、現代社会に生きる我々の人間としての望ましい在り方

を探求するとともに、次代を担う青少年の健全育成に寄与することを目的とする

団体。 

 

・旧林家住宅 

製糸家であり実業家であった林国蔵の居宅。茶室と洋室が隣り合わせに接し、

金唐革紙の和室がある貴重な文化遺産。国重要文化財。 

 

・旧山一林組製糸事務所 

大正１０年に建築された山一林組製糸株式会社の事務所棟と守衛所建物。国登

録有形文化財。山一林組製糸は明治１２年創業で、岡谷で５本の指に入る大製糸

工場でした。昭和２年の製糸工女の争議舞台となった「山一争議」が有名。全盛

期の製糸業をしのぶ数少ない建築物として近代化産業遺産のひとつに認定されて

います。 

 

・旧渡辺家住宅 

長地東堀にあり、高島藩の散居武士の家です。この一家から、渡辺国武、渡辺

千秋、渡辺千冬の３人の大臣が出ています。 

 

 

・近代化産業遺産群 

日本の産業近代化に貢献した建物や機械、文書などを地域の活性化を図るため

に経済産業省が認定しているものであり、岡谷市では『「上州から信州そして全国

へ」近代製糸業発展の 歩みを物語る富岡製糸場などの近代化産業遺産群』として

１５か所が認定されています。 

 

・小倉織（こくらおり） 

江戸時代から栄んになった余業であり、諏訪特産の小倉織は、「諏訪小倉」と呼

ばれて、帯地や袴地、羽織地などに使用されました。 

 

付属資料 用語の説明 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E9%A8%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%80%89%E8%97%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%80%89%E8%97%A9
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・心の教室 

中学生の悩み、不安、ストレス等に対応するため、生徒が悩み等を気軽に話せ、

ストレスを和らげることのできる第三者的な存在の相談員を中学校に配置してい

ます 

 

・子育ち 

「子育ち」とは、親の立場から「育てる」のではなく、子どもの「育つ力」を見

守り、育み、支援するという観点に立った子育てです。「子育て」が背後にありま

すが、子どもが常に受身で育てられるのではなくて、子どもが「みずからも育っ

ていく力」。子どもの「育ち」のポイントは、「自立」という概念です。自立とは、

何もかも自分でやるという意味ではありません。 

 

・子育て      

「子育て」（こそだて）とは、子を育てることであり、子どもが自立するまで親の

役割と考えられますが、生まれてから成人するまで親や家族に限らず、地域社会

の関わりのなかで育てていくことが望まれます。 

 

・子育て支援サイトメールマガジン配信事業 

本市のホームページに子育て支援サイトを構築し、さらに月２回メールマガジ

ンを配信して子育てに関する情報を提供することで、子育てを支援しています。 

 

・子育てパパママリフレッシュ事業 

１歳児の子どもを持つ保護者の育児ストレスを緩和しながら、心身のリフレッ

シュを図るため、無償で一時保育又は休日保育サービスを利用できる事業です。 

 

・こどもエコクラブ 

２人以上のメンバー（幼児から高校生まで）と活動を支える１人以上の大人で

構成されます。環境省は、平成 7 年度からこどもエコクラブ事業を通じて、地域

における子どもたちの自主的な環境教育や実践活動を支援しています。 

 

・子ども総合相談センター 

児童生徒をめぐる状況は極めて複雑化し、教師や親の抱えている問題や悩みも

多様化するなか、子どもがみずから成長しようとする“子どもの育ち”全般にわ

たり幅広く、積極的に相談、指導、助言をし、また学校訪問、関係機関・団体と

緊密な連絡を取り合っています。 

付属資料 用語の説明 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90
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・こどものくに 

０歳から３歳までの乳幼児の親子がいつでも来館し自由に活動する中で、子ど

もの発達や親同士の交流を促進する施設。 

 

【さ 行】  

・自己肯定感 

「自分は大切な存在だ」「自分はかけがえのない存在だ」と思える心の状態。 

自分を肯定している感覚、感情などをいう。自己肯定感が低いと自分に自信が

持てず、失敗を避けるために挑戦しない子に育ったり、非行の原因にもなります。

その自己肯定感の形成には、幼少期の体験が大きく影響すると言われており、自

己肯定感の高い子供は、自分に自信があり、何事にも挑戦していく強い心を持っ

ています。また心に余裕があり、人に優しく親切に接することができるので、多

くの人が集まってくる傾向があります。 

 

 ・自己効力感 

「自分が行為の主体であると確信していること、自分の行為について自分がき

ちんと統制しているという信念、自分が外部からの要請にきちんと対応している

という確信」など、自己に対する信頼感や有能感のことをいいます。 

 何かの行為に対して「自分はきちんとできる、やれている」という感じのこと

です。 

 

・自尊感情 

自分自身を好きだという気持ち、自分を大切に思える気持ちのことで、心身の

健康を保つために必要なものです。 

 

・市民大学ともまなび講座 

地域社会の生涯学習に優れた研究実績のある学校と連携し、日常生活に密着し

た知識・技術・文化等を参加者がともに学び合い、社会生活に役立てる講座です。 

 

 

・市民とあゆむまちづくり講座（職員出前講座） 

職員が担当する業務を直接地域に出向いて説明しながら、市民との交流と市政

への理解を深めるとともに、まちづくり全般にわたる推進と市職員の研修・資質

向上の機会にもなっています。 

 

 

付属資料 用語の説明 
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・シルキーチャンネル 

岡谷市の行政チャンネルの愛称。平成１９年開局し、地元 CATV 会社のチャン

ネルを活用し、放送エリアを市内に限定した自主放送を行っています。 

 

・シルキーバス 

岡谷市がアルピコ交通とジェイアールバス関東に委託して運行しているコミュ

ニティバスの愛称です。 

 

・信州型コミュニティスクール事業 

地域住民の皆さんが、日常的に学校に関わり、子どもたちのことを支援したり、

子どもの教育や学校運営について話し合うなど、学校と地域が「こんな子どもを

育てたい」という願いを共有しながら、一体となって子どもを育てる地域ととも

にある学校のしくみです。 

 

・スポーツ基本法・スポーツ推進計画 

スポーツに関する施策の基本事項を定める法律で、この法律に基づき、文部科学

省がスポーツ基本計画を策定するとともに、全国の自治体が、その地域の実情に

即したスポーツ推進計画の策定を進めています。 

 

・スポーツ少年団 

子どもたちが自由時間に地域社会でスポーツを中心としたグループ活動を行う

団体であり、日本体育協会が１９６２年に創立５０周年記念事業として、「一人で

も多くの青少年にスポーツの喜びを！」「スポーツを通して青少年のからだとここ

ろを育てる組織を地域社会の中に！」と願い、創設されました。 

スポーツ少年団の指導者は、様々な講習や研修会等への参加により、青少年育

成という観点から、幅広い知識や技能について学習を重ね、子どもたちの育成に

努めています。 

 

・スポーツ推進委員 

スポーツ基本法の施行に伴い、従来の「体育指導委員」から名称変更されたも

のであり、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対す

るスポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導及び助言を行うため、市

教育委員会が委嘱しています。 

 

 

 

付属資料 用語の説明 
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・スマートフォン 

インターネットとの親和性が高く、パソコンの機能をベースとして作られた多機 

能携帯電話。「スマフォ」、「スマホ」とも略されます。 

 

・諏訪郡衙（すわぐんが） 

奈良・平安時代に、長野県は「信濃国（しなののくに）」と呼ばれて国府（こく

ふ）という役所が置かれ、その下には郡衙と呼ばれる役所が１０か所に置かれま

した。長野県内で郡衙の位置が明らかになっているのは、諏訪郡と伊那郡の２か

所だけです。 

 

・諏訪地域公共図書館ネットワークシステム 

諏訪地域６市町村の７図書館の所蔵資料の情報を提供しており、ネットワーク

内のどこの図書館でも予約、貸出、返却ができるシステムです。 

 

・静態展示 

岡谷市の製糸業の歴史を・機械・器具類や資料、写真・解説パネル等にて説明

しているもので、動態展示と対比して、本来の用途としての動作・運用が可能と

は限らない状態で展示されていることです。 

 

・成長樹（期）子育て実践ポイント 

おかや子育て憲章を具現化し、成長期に合わせ子育てのポイントを掲載した冊

子を作成し、さまざまな場面で活用しています。 

 

・成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でな

い場合に、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律

的に支援する制度です。 

 

・総合型地域スポーツクラブ 

日本における生涯スポーツ社会の実現を掲げて、平成７年より文部科学省が実

施するスポーツ振興施策のひとつで、幅広い世代の人々が、各自の興味関心・競

技レベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会を提供する、地域密着型

のスポーツクラブのことです。 

 

 

 

付属資料 用語の説明 
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【た 行】 

・タブレット端末 

スマートフォンより画面が大きいが、電話の機能があるものは少なく、インタ

ーネットを含むコンピュータネットワーク上のサービスを利用するための端末で

す。 

 

・地域子（己）育てミニ集会 

地域における子育て支援として「地域の子どもは地域で育てる」ために、すべ

ての人が子育てについて考え行動し、子育てしやすい環境をつくる活動です。 

 

・テクノプラザおかや 

工業に関するネットワーク形成を支援し、多様な情報を発信する拠点施設で、

ものづくりの誇りを次代に伝える拠点、ものづくり人材が育ち、新たな工業とし

て飛翔していく拠点、魅力的な工業都市岡谷を世界にアピールする拠点、グロー

バル化や高度情報化を支援する拠点、人・もの・情報が交流する拠点となってい

ます。 

 

・動態展示 

実際の製糸工場（稼動している繰糸機）を見学することにより、製糸の工程を

説明しているもので、動作・運用可能な状態で展示されていることです。 

 

・特別支援教育 

障がいのある子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を

高め、適切な指導及び必要な支援を行うことです。 

 

・図書館ｄｅ講座 

図書館を読書の推進を目的とするばかりでなく、生活に役立つ情報発信の場所、

世代を超えたコミュニケーションの場、地域が誇る文化の拠点とし、身近に利用

できる施設をめざして図書館での講座を開催します。 

 

 

・トップアスリート 

アスリートとは、英語で運動選手、スポーツ選手という意味の言葉であり、ア

スリートの中でも一流と認められる者を「トップアスリート」と呼ぶことがあり

ます。 

 

付属資料 用語の説明 
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【な 行】 

・梨久保遺跡 

長地中村にあり、富士山を望むことができる扇状地に立地した典型的な山間地

の縄文時代前期から後期の集落跡であり、梨久保式土器が出土しています。 

 

・日本童画大賞 

「童画」という言葉を創り、こどもの心にふれる絵をめざして創作を生涯続け

た武井武雄。その志を継承し、新しい児童文化の創造を担う作家を発掘するため、

平成１２年に日本童画大賞が設立されました。 

 

【は 行】 

・発達特性 

子どものそれぞれの発達段階に応じて、成長していく特性を持ち合わせている

ことです。 

 

・パパママ教室 

丈夫な赤ちゃんを産み、育てるための保健指導を行い、妊娠中の健康の保持を

図る教室。子どもを健やかに育てていけるよう、母親同士の交流を図るとともに、

父親としての役割を認識する事業。 

 

・パラリンピック 

主に肢体不自由の身体障がい者（視覚障がいを含む）を対象とした競技大会の

中で世界最高峰の障がい者スポーツ大会。オリンピックと同じ年に同じ場所で開

催されます。 

 

・非構造部材 

建築物を構成する部材のうち、天井材・窓ガラス・照明器具・空調設備など、

建物のデザインや居住性の向上などを目的に取り付けられるものです。 

 

・広畑遺跡 

川岸三沢の高尾山麓一帯にある縄文中期の一大遺跡。昭和２６年と昭和４８年

の調査では、多数の石器や住居跡が発見され大集落遺跡であることがわかりまし

た。 

 

 

 

付属資料 用語の説明 
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・副学籍による交流及び共同学習 

特別支援学校小・中学部の児童生徒が、居住する地域の岡谷市立小・中学校に、

副次的な学籍を置いて交流及び共同学習を実施することです。 

 

・ふれあいたいむ 

市民一人ひとりが子どもたちに関心を持ち、あたたかく見守り、安全と安心を

図るため、小中学校の登下校時刻（午前７時～８時、午後３時～５時）を「ふれ

あいたいむ」として屋外の活動を行い、子どもたちを見守っています。 

 

・フレンドリー教室 

不登校で悩んでいる子どもたちに寄り添い、学校や学級への復帰をめざして、

きめ細かな学習支援や適応指導を行います。 

  

・文化財の公開 

市内各所に多くの文化財が点在しており、それらの文化財に親しむ機会の提供

として公開することです。 

 

・平和体験研修  

平和や人権について考え、体験する機会として市内４中学校２年生代表を広島

市へ派遣しています。 

 

・ぼくもわたしもおかやっ子事業 

地域の資源や伝統文化に触れることのできる体験型ツアーを実施し、郷土に対

する理解を深めています。 

 

【ま 行】 

・マウントプレザント市 

アメリカ合衆国ミシガン州の自然豊かな美しい街。両市の２人の女子高校生の

文通が１９６５年姉妹都市提携のきっかけになりました。セントラル・ミシガン

大学があります。 

 

・マナビィスタッフ 

いろいろな知識・経験・技能を持つ市民が、学びの成果を実際の地域社会で役

立てるために講師やボランティアに登録しています。 

 

 

付属資料 用語の説明 
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・学びのおかやサポート事業 

地域の教育力を学校教育、社会教育、社会体育の場に活かすボランティア活動

について、保険に加入しサポートを行っています。 

 

・ママスポ広場 

子育て中のお母さんが安心してスポーツを楽しめる託児付の教室を実施します。 

 

・緑のカーテン事業 

建物の外側に植物を生育させ、建物の温度上昇を抑制する省エネルギー手段。

太陽光をさえぎり日陰を作る役目として、窓の部分につる性植物でカーテン状に

覆ったり壁面全体を覆う場合もあります。 

 

・モーリスセンダック（１９２８年－２０１２年） 

世界中で約２０００万部売れた『かいじゅうたちのいるところ』をはじめ、 

８０冊を超える作品を発表し、現代絵本界を代表する存在で、アニメーション映

画や舞台美術にも取り組んだアメリカの絵本作家。 

 

【や 行】 

・山田徳郎奨学基金 

故人の意志により、岡谷市に居住し長野県内の高等学校に在学する生徒に対し

て、奨学助成をしています。 

 

・有償ボランティア 

実費や交通費など何らかの対価を必要とするボランティアのことをいう。ボラ

ンティアというと、一切お金をもらわずに行う活動のことを指すように思われが

ちですが、活動の性格として自主性や社会性はありますが、報酬を伴うなどボラ

ンティアの形態も多様化しています。 

 

 

 

 

                              

付属資料 用語の説明 

「マナビィ」について 

 文部科学省の依頼により、故・石ノ森章太郎（漫画家）が無償でデザインした生涯

学習のマスコットマークです。生涯学習の「学ぶ」とみつばちの「Ｂｅｅ」を合わせ、

「マナビィ」と名づけられました。みつばちの触角は２本ですが、「学」という字の頭

に角が３本あるように、学ぶことの好きな「マナビィ」には触角が３本あります。そし

て、老若男女がいつでもどこでも楽しく学び活動するといった生涯学習のイメージを浸

透させることに大きな役割を果たしています。 
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○岡谷市生涯学習推進本部設置要綱 

平成2年3月31日 

／市／教育委員会／告示第1号 

 

(設置) 

第1条 岡谷市における生涯学習施策を総合的に推進するため、岡谷市生涯学習推進本部

(以下「本部」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第2条 本部は、次の事項を所掌する。 

(1) 生涯学習の計画策定に関すること。 

(2) 生涯学習の総合調整に関すること。 

(3) その他、生涯学習の推進に関し必要なこと。 

(組織) 

第3条 本部に、本部長、副本部長、委員、幹事及び専門部員を置く。 

2 本部長は、市長の職にある者をもって充てる。 

3 副本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。 

4 委員、幹事及び専門部員は、職員のうちから市長が任命する。 

 (職務) 

第4条 本部長は、部務を総理する。 

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

3 委員は、部務の執行に当たる。 

4 幹事及び専門部員は、本部長の命を受けて部務に従事する。 

(会議の種類) 

第5条 本部の会議は、委員会、幹事会及び専門部会とする。 

 (委員会) 

第6条 委員会は、所掌事項に関する基本方針を協議決定する。 

2 委員会は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。 

3 委員会は、本部長が招集し、本部長が議長となる。 

 (幹事会) 

第7条 幹事会は、委員会に付議する事案を整備し、委員会の決定した事案の執行に伴う

必要な事項を処理する。 

2 幹事会は、副本部長が招集し、事務局長が議長となる。 

 (専門部会) 

第8条 専門部会は、所掌事項に関する調査及び研究を行う。 

2 専門部会は、事務局長が招集し、事務局次長が議長となる。 

 (懇話会) 
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第9条 市の生涯学習に関する施策に対して、広く市民の意見を聴取するため必要に応じ

て生涯学習推進懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。 

2 懇話会は、本部長が招集する。 

3 懇話会の構成員は、別途本部長が指名する。 

(事務局) 

第10条 事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。 

2 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。 

3 事務局長は、教育部長の職にある者を、事務局次長は生涯学習課長の職にある者をも

って充てる。 

 (補則) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等について必要な事項は、本部長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成 2年 4月 1日から施行する。 

 

(以下 省略) 
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　本部長 　市長
　副本部長 　教育長 事務局 生涯学習課

　平成26年度　生涯学習推進懇話会委員

経 営 企 画 主 幹
庶 務 主 幹

推　進　本　部　組　織

社 会 教 育 主 幹
文 化 財 主 幹
図 書 館 主 幹
ふ れ あ い 学 習 主 幹
青 少 年 主 幹
ス ポ ー ツ 振 興 主 幹

土 木 主 幹
管 理 主 幹
教 育 企 画 主 幹
教 育 企 画 主 幹
学 校 教 育 主 幹
子ども総合相談センター主幹

商 業 主 幹
観 光 主 幹
工 業 支 援 主 幹
雇用対策人材活用主幹
農 政 主 幹
都 市 整 備 主 幹

介 護 保 険 主 幹
介 護 予 防 主 幹
子 育 て 支 援 主 幹
保 育 主 幹
保 健 予 防 主 幹
保 健 指 導 主 幹

医 療 主 幹
資 源 化 主 幹
環 境 保 全 主 幹
福 祉 総 務 主 幹
障 害 者 福 祉 主 幹
生 活 福 祉 主 幹

広 報 広 聴 主 幹
行 政 主 幹
財 政 主 幹
消 防 主 幹
防 災 危 機 管 理 主 幹
安 全 ・ 衛 生 主 幹

政 策 推 進 主 幹

行 政 改 革 推 進 主 幹
男 女 共 同 参 画 主 幹
ブ ラ ン ド 推 進 主 幹

蚕 糸 博 物 館 主 幹

イ ル フ 童 画 館 主 幹

　宮　坂　照　彦　
区長会
蚕糸関係代表者

山っ湖茶会
男の料理倶楽部
長地オカリナ・カナデール

岡谷市読書サークル協議会　
武　居　　　進
林　　　勝　子
西　條　金　司
西　山　周　治

おかやボランティア連絡協議会
図書館利用者
岡谷市高齢者クラブ連合会

消 防 課 長

〃

〃

水 道 課
土 木 課

都 市 計 画 課 副 技 監
都 市 計 画 課 長

工 業 振 興 課 長

湊 公 民 館 長 ( 湊 支 所 長 ）

環 境 課 長

商 業 観 光 課 長

土 木 課 長

子 ど も 課

農 林 水 産 課

推 進 本 部 委 員 推　進　本　部　専　門　部　員

〃

副 市 長

教 育 部 長

企 画 課

総 務 課
広 報 情 報 課

ブ ラ ン ド 推 進 室

〃

健 康 推 進 課

岡谷市民病院庶務課長

岡 谷 市 民 病 院 経 営 企 画 課 長

医 療 保 険 課 長

都 市 計 画 課

〃

健 康 推 進 課 長
介 護 福 祉 課 長

〃

〃

社 会 福 祉 課

環 境 課

危 機 管 理 室
消 防 課

介 護 福 祉 課

財 政 課

〃

教 育 担 当 参 事

建 設 水 道 部 長

議 会 事 務 局 長 市 民 生 活 課

総 務 課 長

会 計 管 理 者

ブ ラ ン ド 推 進 室 長
広 報 情 報 課 長

推 進 本 部 幹 事

企 画 政 策 部 長
総 務 部 長
消 防 担 当 参 事

市 民 環 境 部 長

健 康 福 祉 部 長
経 済 部 長

医 療 保 険 課

危 機 管 理 室 長
財 政 課 長

長 地 公 民 館 長 ( 長 地 支 所 長 ）

川 岸 公 民 館 長 ( 川 岸 支 所 長 ）

〃

企 画 課 長 〃

商 業 観 光 課

岡谷市民病院事務部長

市 民 生 活 課 長

生 涯 学 習 課 副 参 事 ス ポ ー ツ 振 興 課

生 涯 学 習 課

〃

〃

〃

〃

子 ど も 課 長

〃
水 道 課 長
生 涯 学 習 課 長

岡谷市民病院経営企画
〃

ス ポ ー ツ 振 興 課 長

社 会 福 祉 課 長

農 林 水 産 課 長

今　井　　　勳

備　　　　　考

伊　藤　恵　子
金　子　泰　士
宮　澤　雅　光

   氏　　　　　　名 所　属　団　体　等

海　沼　貞　夫

岡谷市体育協会

　

放課後子どもの居場所づくり
コーディネーター会議
生涯学習館学習グループ等
湊公民館学習グループ花　岡　つね子

広　瀬　昭　勇 川岸公民館学習グループ
武　藤　　　匡

　鮎　澤　憲　通　

長地公民館学習グループ

小中学校校長会
岡谷市ＰＴＡ連合会
子ども会育成連絡協議会

〃

〃

工 業 振 興 課

教 育 総 務 課

〃

〃
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第５次岡谷市生涯学習推進計画策定までの経過 

 

平成２６年 

５月２６日（月）  第１回社会教育委員の会議 

 ６月 ５日（木）～ 第４次岡谷市生涯学習計画の検証 

 ６月２４日（火）  第２回社会教育委員の会議 

７月１１日（金）～８月２１日（木）  

○社会教育委員による関係団体等との意見交換（１７団体等） 

７月２９日（火）  第３回社会教育委員の会議 

８月 ６日（木）  定例教育委員会（計画の概要・体系等の説明） 

９月 １日（月）  第４回社会教育委員の会議（まとめ） 

８月２０日（水）～ 庁内担当課による計画案の作成  

  １０月 ８日（水）～     〃  ヒアリング  計画案のとりまとめ 

 １０月２０日（月）  推進本部幹事・専門部員合同会議（課長・主幹会議） 

 １０月２３日（木）  推進本部本部員会議（部長会議） 

 １１月 ４日（火）  推進本部会議（行政管理委員会） 

 １１月１１日（火）  第５回社会教育委員の会議（計画素案の検討） 

 １１月１３日（木）    第１回生涯学習推進懇話会（計画素案の説明・意見交換） 

 １１月２７日（木）  第２回生涯学習推進懇話会（計画案の確認・意見交換） 

 １２月 １日（月）  推進本部幹事・専門部員合同会議（計画案の確認） 

 １２月 ４日（木）   定例教育委員会（計画案の説明・協議） 

１２月１１日（木）   第６回社会教育委員の会議（計画案の検討） 

１２月１５日（月）～１月５日（月） 計画案のパブリックコメント 

             

平成２７年 

    １月 ７日（水）   定例教育委員会（パブリックコメントの報告） 

 １月１９日（月）   第７回社会教育委員の会議（計画案の最終確認） 

 １月２２日（木）   第３回生涯学習推進懇話会（計画案の最終確認） 

  １月２３日（金）  推進本部幹事・専門部員合同会議（計画案の確認） 

２月 ２日（月）  推進本部委員会議（部長会議） 

２月１０日（火）  推進本部委員会議（行政管理委員会） 

２月２０日（金）  臨時教育委員会（計画の最終報告） 
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平
成

27
年

4月
現

在

所
　

在
　

地
電

話
休

　
館

　
日

施
　

設
　

内
　

容
　

等

1
生

涯
学

習
館

毎
月

第
2火

曜
日

多
目

的
ホ

ー
ル

　
研

修
室

７
　

ＩＴ
研

修
室

　
会

議
室

２
　

和
室

４
　

調
理

実
習

室
　

ダ
ン

ス
音

楽
室

２
　

（カ
ル

チ
ャ

ー
セ

ン
タ

ー
）

12
月

29
日

～
1月

3日
音

楽
ス

タ
ジ

オ
　

工
作

室
　

催
事

場
　

学
習

室
　

青
少

年
活

動
室

　
　

憩
い

の
広

場

2
子

育
て

支
援

館
毎

月
第

2火
曜

日
０
歳

児
～

３
歳

児
の

子
ど

も
と

そ
の

親
・家

族
が

利
用

　
育

児
談

話
室

　
育

児
相

談
等

（こ
ど

も
の

く
に

）
12

月
29

日
～

1月
3日

あ
そ

び
の

ひ
ろ

ば
　

ほ
か

　

3
岡

谷
市

湊
公

民
館

祝
日

土
・日

曜
日

は
１
７
時

ま
で

12
月

29
日

～
1月

3日
講

堂
　

実
習

室
　

学
習

室
　

会
議

室
（和

室
）　

和
室

　
図

書
室

4
岡

谷
市

川
岸

公
民

館
祝

日
土

・日
曜

日
は

１
７
時

ま
で

12
月

29
日

～
1月

3日
講

堂
　

実
習

室
　

学
習

室
　

講
義

室
  

会
議

室
（和

室
３
） 

 図
書

室

5
岡

谷
市

長
地

公
民

館
祝

日
土

・日
曜

日
は

１
７
時

ま
で

12
月

29
日

～
1月

3日
講

堂
　

実
習

室
　

学
習

室
　

講
義

室
　

会
議

室
（和

室
３
）　

図
書

室

6
市

立
岡

谷
図

書
館

月
曜

日
・休

日
の

翌
日

特
別

整
理

期
間

ほ
か

休
館

日
あ

り
　

　
１
回

１
０
冊

以
内

　
貸

出
期

間
２
週

間

12
月

28
日

～
1月

3日
総

蔵
書

冊
数

　
２
１
１
，

４
１
４
冊

　
　

視
聴

覚
資

料
貸

出
し

7
市

立
岡

谷
美

術
考

古
館

水
曜

日
・祝

日
の

翌
日

郷
土

の
美

術
家

作
品

及
び

縄
文

・弥
生

・古
墳

時
代

の
土

器
等

展
示

12
月

29
日

～
1月

3日

8
市

立
岡

谷
蚕

糸
博

物
館

水
曜

日
・祝

日
の

翌
日

シ
ル

ク
岡

谷
の

蚕
糸

機
械

器
具

や
関

係
資

料
の

展
示

　
　

　
宮

坂
製

糸
所

稼
動

（シ
ル

ク
フ

ァ
ク

ト
お

か
や

）
12

月
29

日
～

1月
3日

ま
ゆ

ち
ゃ

ん
工

房
　

　
養

蚕
ス

ペ
ー

ス

9
岡

谷
市

文
化

会
館

月
曜

日
・祝

日
の

翌
日

大
ホ

ー
ル

１
４
４
６
席

　
小

ホ
ー

ル
３
５
０
席

（カ
ノ

ラ
ホ

ー
ル

）
12

月
29

日
～

1月
3日

リ
ハ

ー
サ

ル
室

１
　

練
習

室
２
　

会
議

室
２
　

楽
屋

６
　

喫
茶

10
日

本
童

画
美

術
館

水
曜

日
３
階

：郷
土

出
身

の
武

井
武

雄
作

品
を

常
設

展
示

　
２
階

：日
本

と
世

界
の

童
画

を
紹

介

（イ
ル

フ
童

画
館

）
12

月
29

日
～

1月
3日

１
階

（無
料

ス
ペ

ー
ス

）：
絵

本
ラ

イ
ブ

ラ
リ
ー

「は
ら

っ
ぱ

」、
ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

シ
ョ
ッ

プ
、

喫
茶

ラ
ム

ラ
ム

11
旧

林
家

住
宅

水
曜

日
・祝

日
の

翌
日

12
月

～
2月

は
、

１
６
：０

０
ま

で
　

　
　

明
治

時
代

の
製

糸
家

の
居

宅
（和

風
と

洋
風

を
一

緒
に

し
た

建
物

）

12
月

29
日

～
1月

3日
製

糸
家

　
旧

林
国

蔵
邸

　
国

指
定

重
要

文
化

財

12
旧

渡
辺

家
住

宅
月

・木
・金

曜
日

渡
辺

家
三

大
臣

の
生

家
（散

居
武

士
の

住
宅

）

1
月

4
日

～
3
月

1
9
日

（
冬

季
休

館
）

１
８
世

紀
中

期
に

創
築

。
１
９
世

紀
半

ば
に

改
築

し
現

状
保

存
　

長
野

県
宝

13
旧

山
一

林
組

製
糸

事
務

所
大

正
１
０
年

建
築

の
旧

山
一

林
組

製
糸

（株
）の

事
務

所

寄
棟

造
り

桟
瓦

葺
木

造
２
階

建
　

外
装

は
煉

瓦
タ

イ
ル

張
り

　
窓

を
規

則
的

に
配

置

14
梨

久
保

遺
跡

縄
文

時
代

中
期

初
頭

か
ら

後
期

を
代

表
す

る
遺

跡

国
指

定
史

跡

２
１
：３

０
～

８
：３

０
～

８
：３

０

１
０
：０

０

２
２
：０

０

１
６
：０

０

～

規
定

な
し

９
：０

０

８
：３

０

１
９
：０

０

１
９
：０

０

９
：０

０
～

９
：０

０

未
公

開

９
：０

０

１
０
：０

０

１
０
：０

０

１
７
：０

０

１
０
：０

０

２
１
：３

０

開
館

・
利

用
時

間

～
２
１
：３

０

～

湊
３
－

８
－

６

長
地

柴
宮

２
－

１
５
－

２
６

川
岸

中
３
－

１
－

２
９

22
-2

30
0

27
-8

08
0

24
-3

31
9

９
：０

０
24

-8
40

1
中

央
町

１
－

１
１
－

１

24
-8

40
3

中
央

町
１
－

１
１
－

１

23
-2

20
0

23
-3

48
9

－

幸
町

８
－

１

中
央

町
２
－

２
－

１

施
　

　
設

　
　

名

22
-5

85
4

22
-2

03
1

中
央

町
１
－

９
－

８

－
中

央
町

１
－

１
３
－

１
７

22
-2

33
0

24
-1

30
0

本
町

４
－

１
－

３
９

長
地

梨
久

保
２
－

５

郷
田

１
－

４
－

８

御
倉

町
２
－

２
０

長
地

柴
宮

３
－

８
－

４
０

－

無
　

　
休

～
２
１
：３

０

１
７
：３

０

１
９
：０

０

～ ～～～

１
６
：３

０

～

未
公

開

生
　

涯
　

学
　

習
　

関
　

連
　

施
　

設
　

一
　

覧
　

表
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所
　

在
　

地
電

話
休

　
館

　
日

施
　

設
　

内
　

容
　

等

15
月

曜
日

（期
間

中
）

青
少

年
自

然
体

験
活

動
施

設
　

　
キ

ャ
ン

プ
場

　
マ

レ
ッ

ト
ゴ

ル
フ

コ
ー

ス
18

ホ
ー

ル
　

11
月

1日
～

4月
30

日
セ

ン
タ

ー
ハ

ウ
ス

（広
間

２
、

和
室

３
、

炊
事

室
、

シ
ャ

ワ
ー

棟
）　

テ
ン

ト
貸

出
し

有

16
岡

谷
市

民
総

合
体

育
館

毎
月

第
２
、

第
４
木

曜
日

ス
ワ

ン
ド

ー
ム

・東
体

育
館

・柔
道

場
・剣

道
場

・弓
道

場
・会

議
室

３
室

ほ
か

（ス
ワ

ン
ド

ー
ム

）
12

月
29

日
～

1月
3日

各
種

設
備

完
備

　

17
岡

谷
市

民
屋

内
水

泳
プ

ー
ル

木
曜

日
２
５
ｍ

プ
ー

ル
　

幼
児

プ
ー

ル
　

徒
渉

プ
ー

ル
　

ス
ラ

イ
ダ

ー
プ

ー
ル

12
月

29
日

～
1月

3日

18
岡

谷
市

営
庭

球
場

ク
レ

ー
コ

ー
ト
６
面

　
砂

入
人

工
芝

コ
ー

ト
６
面

　
　

夜
間

照
明

施
設

有

19
市

営
岡

谷
球

場
両

翼
９
２
ｍ

　
セ

ン
タ

ー
１
２
２
ｍ

　
ナ

イ
タ

ー
設

備
完

備

20
岡

谷
射

撃
場

エ
ア

ラ
イ

フ
ル

兼
ス

モ
ー

ル
ボ

ア
ラ

イ
フ

ル
（バ

ッ
フ

ル
式

）兼
古

式
銃

砲
　

１
０
射

台

21
市

営
陸

上
競

技
場

長
地

柴
宮

１
－

９
－

１
３

第
４
種

公
認

　
３
０
０
ｍ

ト
ラ

ッ
ク

（東
部

中
学

校
校

庭
）

22
岡

谷
市

民
川

岸
ス

ポ
ー

ツ
広

場
多

目
的

広
場

　
１
１
，

２
８
６
㎡

　
　

ナ
イ

タ
ー

設
備

完
備

23
岡

谷
市

民
湖

畔
広

場
多

目
的

広
場

　
１
８
，

２
６
０
㎡

24
学

校
体

育
施

設
小

学
校

８
校

体
育

館
（大

・小
）　

格
技

室
　

ク
ラ

ブ
ハ

ウ
ス

　
校

庭
　

照
明

施
設

中
学

校
４
校

25
岡

谷
市

塩
嶺

閣
八

ヶ
岳

中
信

高
原

国
定

公
園

と
塩

嶺
王

城
県

立
公

園
内

日
帰

り
保

養
施

設
（塩

嶺
小

鳥
バ

ス
５
～

６
月

実
施

）

26
高

架
下

公
園

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

全
天

候
型

　
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
　

２
面

27
鳥

居
平

や
ま

び
こ

公
園

火
曜

日
（開

園
期

間
中

）
日

本
都

市
公

園
１
０
０
選

に
選

出
　

各
種

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

施
設

11
月

下
旬

～
4月

中
旬

サ
マ

ー
ボ

ブ
ス

レ
ー

　
ロ

ー
ラ

ー
ス

ケ
ー

ト
　

マ
レ

ッ
ト
　

サ
イ

ク
リ
ン

グ
等

８
：３

０

～
９
：０

０

５
：０

０

２
１
：３

０

別
途

相
談

7/
1～

8/
31

9:
00

～
20

:3
0

２
１
：３

０

５
：０

０

２
１
：３

０

２
１
：３

０

～

開
館

・
利

用
時

間

～

9/
1～

6/
30

13
:0

0～
20

:3
0

～

規
定

な
し

　

施
　

　
設

　
　

名

南
宮

３
－

２
－

１

南
宮

三
丁

目
９
５
５
４
番

地
１

南
宮

３
－

２
－

１

岡
谷

市
塩

嶺
野

外
活

動
セ

ン
タ

ー
１
０
０
１
６
番

地
１

23
-6

82
0

１
７
２
３
番

地
７
９

川
岸

上
三

丁
目

１
９
４
５
番

地
１
４

湖
畔

四
丁

目
１

０
０

２
０

番
地

１
１

先

神
明

町
１
-１

-１

神
明

町
１
-１

-１

1月
上

旬
～

３
月

末

無
　

　
休

22
-3

72
4

12
月

29
日

～
１
月

3日

22
-8

80
0

22
-8

80
0

－

22
-2

89
3

22
-8

80
0

成
田

町
一

丁
目

３
２
２
０
番

地
６

無
　

　
休

無
　

　
休

22
-8

80
0

火
曜

日
12

月
～

3月
（冬

季
休

館
）

22
-8

80
0

無
　

　
休

22
-8

80
0

～
１
７
：０

０

～

９
：０

０

無
　

　
休

1月
上

旬
～

３
月

末

早
朝

22
-6

31
6

23
-8

02
8

規
定

な
し

９
：０

０
～

１
７
：０

０

１
９
：３

０

日
没

５
：０

０

４
７
６
９
番

地
１
４

22
-6

31
3

～

早
朝

及
び

下
校

時
以

降

学
校

に
支

障
の

な
い

範
囲
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所

　
在

　
地

電
話

休
　

館
　

日
施

　
設

　
内

　
容

　
等

28
国

際
公

認
４
０
０
ｍ

パ
イ

ピ
ン

グ
リ
ン

ク

29
屋

内
ス

ケ
ー

トリ
ン

ク
（３

０
ｍ

×
６０

ｍ
）　

国
際

公
認

リン
ク

各
種

施
設

完
備

　
ロ

グ
コ

テ
ー

ジ
６
棟

８０
人

収
容

　
レ

ス
ト
ラ

ン
有

30
お

か
や

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

毎
月

第
3水

曜
日

福
祉

と
生

涯
学

習
の

機
能

を
合

わ
せ

も
っ

た
複

合
施

設
　

　
温

泉
施

設
は

水
曜

日
休

み

（諏
訪

湖
ハ

イ
ツ

）
12

月
29

日
～

1月
3日

温
泉

施
設

（大
浴

場
・福

祉
風

呂
・足

湯
等

）　
大

会
議

室
　

研
修

室
ほ

か

31
岡

谷
健

康
福

祉
施

設
朝

風
呂

　
５時

３０
分

～
９
時

　
　

健
康

温
泉

施
設

　
ロ

ー
マ

風
呂

　
バ

ー
デ

プ
ー

ル
　

サ
ウ

ナ

（ロ
マ

ネ
ッ

ト
）

休
養

室
完

備
　

岡
谷

温
泉

利
用

32
岡

谷
市

保
健

セ
ン

タ
ー

土
・日

曜
日

、
祝

日
健

康
相

談
室

　
予

防
接

種
室

　
機

能
訓

練
室

　
研

修
室

　
栄

養
指

導
室

12
月

29
日

～
1月

3日
集

団
指

導
室

　
乳

幼
児

健
診

室
等

33
岡

谷
太

鼓
道

場
木

曜
日

防
音

練
習

室
（５

）　
休

憩
室

　
更

衣
室

　
シ

ャ
ワ

ー
ル

ー
ム

　
ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム

（鼓
鳴

館
）

11
月

29
日

～
1月

31
日

室
内

ゲ
ー

トボ
ー

ル
場

34
テ

ク
ノ

プ
ラ

ザ
お

か
や

祝
日

土
・日

曜
日

は
１
７
時

３０
分

ま
で

12
月

29
日

～
1月

3日
産

業
振

興
拠

点
施

設
　

大
研

修
室

兼
展

示
場

　
ＩＴ

支
援

室
　

商
談

室
　

人
材

育
成

研
修

室
ほ

か

35
岡

谷
市

勤
労

青
少

年
ホ

ー
ム

祝
日

土
・日

曜
日

は
１
７
時

ま
で

（わ
～

く
ピ

ア
岡

谷
）

12
月

29
日

～
1月

3日
働

く
勤

労
青

少
年

施
設

　
学

習
室

（３
）　

体
育

室
　

音
楽

室
　

調
理

室
　

和
室

36
岡

谷
市

勤
労

会
館

祝
日

土
・日

曜
日

は
１
７
時

ま
で

（わ
～

く
ピ

ア
岡

谷
）

12
月

29
日

～
1月

3日
働

く
市

民
の

福
祉

施
設

　
会

議
室

（３
）　

大
会

議
室

（１
０
０
人

）　
視

聴
覚

　
和

室

37
月

・木
・金

曜
日

地
域

の
生

涯
学

習
施

設
　

人
材

の
育

成

12
月

29
日

～
1月

3日
展

示
室

（郷
土

の
す

ぐ
れ

た
先

人
の

関
係

資
料

展
示

）　
学

習
室

38
長

野
県

男
女

共
同

参
画

月
曜

日
、

祝
日

の
翌

日
日

曜
日

・祝
日

は
１
７
時

ま
で

　
　

ホ
ー

ル
５
０
４
席

　
研

修
室

（３
）　

託
児

室
　

図
書

室

セ
ン

タ
ー

（”
あ

い
と

ぴ
あ

”）
12

月
29

日
～

1月
3日

視
聴

覚
・音

楽
室

　
生

活
技

術
講

習
室

　
調

理
実

習
室

等

39
長

野
県

工
業

技
術

総
合

セ
ン

タ
ー

土
・日

曜
日

、
祝

日
精

密
・電

子
工

業
関

係
の

中
小

企
業

の
振

興
及

び
技

術
開

発

12
月

29
日

～
1月

3日
相

談
・指

導
業

務
　

人
材

の
育

成
　

施
設

の
開

放

40
長

野
県

岡
谷

技
術

専
門

校
土

・日
曜

日
、

祝
日

技
術

養
成

施
設

長
野

県
岡

谷
成

人
訓

練
セ

ン
タ

ー
12

月
29

日
～

1月
3日

在
職

労
働

者
、

離
転

職
者

等
成

人
を

対
象

と
し

た
職

業
訓

練

施
　

　
設

　
　

名

田
中

町
３－

７－
２８

田
中

町
３－

７－
２８

長
地

柴
宮

３
－

９－
３

長
地

片
間

町
１－

３－
１

本
町

１
－

１－
１

長
地

権
現

町
４－

１１
－

５１

郷
土

学
習

館

岡
谷

市
や

ま
び

こ
ア

リ
ー

ナ

岡
谷

市
や

ま
び

こ
国

際
ス

ケ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
４
７
６
９
番

地
１
４

21
-7

00
0

長
地

権
現

町
４－

１－
２４

長
地

権
現

町
４－

１１
－

５０

成
田

町
１－

８－
２５

24
-5

21
0

24
-2

49
4

27
-6

08
0

24
-2

29
0

神
明

町
２－

１－
３６

４
７
６
９
番

地
１
４

22
-5

78
1

23
-4

00
0

幸
町

８
－

１

１
７
：１

５

８
：３

０

９
：０

０

９
：０

０

９
：０

０

６
：０

０

９
：０

０

～

９
：０

０

９
：０

０

８
：３

０

～

１
０
：０

０

～ ～

１
７
：１

５

１
７
：０

０

２
１
：０

０

２
１
：３

０

２
１
：３

０

～
２
１
：０

０

～ ～ ～～ ～

22
-2

16
5

23
-4

81
1

23
-2

20
1

23
-2

20
1

26
-7

54
5

22
-6

66
3

８
：３

０

９
：０

０

８
：３

０

～

木
曜

日
（祝

日
を

除
く

）

5月
上

旬
～

6月
下

旬

2月
21

日
～

11
月

19
日

２
２
：３

０

２
１
：３

０

２
１
：３

０

２
１
：３

０

～

開
館

・
利

用
時

間

１
７
：０

０

２
３
：０

０

～


